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は
じ
め
に

❶
多
賀
城
の
炎
上
と
蝦
夷
の
襲
撃

❷
多
賀
城
と
宝
亀
末
の
征
討

❸
多
賀
城
の
復
興

❹
延
暦
三
年
前
後
の
陸
奥
国

お
わ
り
に   

本
稿
で
は
、
多
賀
城
南
面
に
お
け
る
街
並
み
形
成
の
前
提
と
し
て
、
宝
亀
十
一
年
（
七
八
〇
）
の

伊
治
公
呰
麻
呂
の
謀
反
を
契
機
と
す
る
多
賀
城
の
火
災
と
復
興
、
そ
れ
ら
と
征
討
と
の
関
連
を
検
討

し
た
。
ま
ず
、
多
賀
城
の
火
災
が
律
令
制
的
な
支
配
や
国
家
の
威
光
を
象
徴
す
る
政
庁
等
の
主
要
施

設
を
中
心
と
し
た
点
に
注
目
し
、
本
来
は
小
規
模
な
単
位
か
ら
な
る
蝦
夷
の
部
隊
が
呰
麻
呂
の
謀
反

で
一
斉
蜂
起
し
、
国
司
の
逃
走
と
籠
城
し
た
百
姓
の
四
散
で
空
城
と
な
っ
た
多
賀
城
に
襲
来
し
た
結

果
と
み
た
。
蝦
夷
は
貴
重
な
物
品
が
あ
り
そ
う
な
施
設
に
殺
到
し
、
略
奪
を
尽
く
し
た
う
え
で
放
火

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
派
遣
さ
れ
た
征
東
軍
と
火
災
と
の
関
係
、
征
討
の
経
過
を
検
討
し
た
。
呰
麻
呂
の
謀
反
と

多
賀
城
炎
上
の
経
緯
を
記
す
『
続
日
本
紀
』
同
年
三
月
の
史
料
は
後
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

政
府
は
国
司
の
逃
走
を
五
月
、
多
賀
城
の
炎
上
を
七
月
に
な
っ
て
認
識
し
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
た

め
謀
反
の
第
一
報
直
後
に
派
遣
さ
れ
た
征
東
使
は
現
地
で
想
定
外
の
難
局
に
直
面
し
、
天
皇
と
の
間

で
征
討
に
対
す
る
考
え
方
の
差
が
開
い
た
。
征
討
は
容
易
に
実
施
で
き
ず
、
征
東
使
の
刷
新
と
天
皇

の
厳
命
に
よ
っ
て
十
一
月
以
降
に
大
崎
地
方
等
の
城
柵
を
復
し
た
が
、
翌
年
五
月
に
は
軍
を
解
散
し

た
。
そ
の
後
、
天
皇
は
上
京
さ
せ
た
征
東
副
使
の
説
明
で
現
地
の
詳
細
を
十
分
認
識
し
た
結
果
、
考

え
を
改
め
て
征
東
使
等
を
賞
し
た
と
考
え
る
。

多
賀
城
の
復
興
は
ま
ず
征
東
使
が
手
が
け
、
そ
の
帰
還
後
は
新
た
な
陸
奥
守
内
蔵
全
成
と
按
察
使

の
大
伴
家
持
が
進
め
た
と
み
ら
れ
る
。
具
体
的
な
経
過
に
つ
い
て
は
政
庁
跡
出
土
漆
紙
文
書
に
注
目

し
、
多
賀
城
の
政
治
的
機
能
は
征
東
軍
の
駐
留
に
よ
っ
て
宝
亀
十
一
年
九
月
頃
に
は
あ
る
程
度
回
復

し
た
も
の
の
、
仮
設
の
第
Ⅲ
︱
１
期
政
庁
は
天
応
元
年
（
七
八
一
）
以
降
、
本
格
的
な
同
２
期
政
庁

は
延
暦
三
年
八
月
を
上
限
と
す
る
延
暦
四
年
（
七
八
三
）
頃
の
竣
工
を
考
え
た
。
同
年
前
半
に
は
家

持
と
全
成
が
陸
奥
国
を
去
っ
て
多
治
比
宇
美
が
按
察
使
と
守
、
鎮
守
副
将
軍
を
兼
ね
る
呰
麻
呂
謀
反

以
前
の
紀
広
純
の
頃
の
体
制
に
戻
り
、
上
京
し
た
家
持
の
申
請
に
よ
る
多
賀
・
階
上
郡
の
真
郡
化
で

多
賀
城
の
防
衛
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
と
符
合
す
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
多
賀
城
、
火
災
、
征
東
使
、
復
興
、
漆
紙
文
書
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は
じ
め
に  

宝
亀
十
一
年
（
七
八
〇
）
三
月
、
上
治
郡
大
領
伊
治
公
呰
麻
呂
に
よ
る
伊
治
城
で

の
陸
奥
按
察
使
紀
広
純
の
殺
害
を
契
機
と
し
、
光
仁
朝
末
か
ら
桓
武
朝
末
に
至
る
国

家
的
規
模
の
征
討
が
始
ま
る
。
そ
の
間
、
多
賀
城
は
蝦
夷
の
襲
撃
に
よ
る
火
災
か
ら

の
復
興
を
経
て
征
討
軍
の
拠
点
と
し
て
機
能
し
た
。
考
古
学
的
に
は
炎
上
し
た
の
が

第
Ⅱ
期
多
賀
城
、
復
興
さ
れ
た
の
が
第
Ⅲ
期
多
賀
城
で
）
（
（

、
第
Ⅲ
期
に
は
城
外
の
南
面

に
方
格
状
の
地
割
に
よ
る
街
並
み
も
形
成
さ
れ
始
め
る
。
宮
都
に
比
べ
れ
ば
不
均
質

な
地
割
だ
が
、
全
国
的
に
も
珍
し
い
存
在
で
、
近
年
で
は
そ
の
形
成
の
端
緒
が
征
討

と
の
関
わ
り
で
考
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
）
（
（

。
ま
た
、
征
討
と
街
並
み
の
形
成
の
前
段
階
に

起
き
た
多
賀
城
の
火
災
に
つ
い
て
も
発
掘
調
査
の
成
果
に
基
づ
い
て
実
態
が
整
理
さ

れ
始
め
て
い
る
）
（
（

。
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
街
並
み
形
成
の
前
提
と
な

る
多
賀
城
の
炎
上
・
復
興
に
つ
い
て
、
宝
亀
末
・
延
暦
初
め
の
征
討
の
動
向
に
留
意

し
つ
つ
私
見
を
述
べ
る
。

❶
多
賀
城
の
炎
上
と
蝦
夷
の
襲
撃

宝
亀
十
一
年
に
お
け
る
多
賀
城
の
火
災
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
惨
状
は
考

古
学
的
に
は
政
庁
の
火
災
状
況
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
他
の
地
区
・
施
設
も

含
め
た
全
貌
が
整
理
・
把
握
さ
れ
始
め
た
の
は
最
近
と
思
わ
れ
る
。
従
来
は
、
政
庁

の
惨
状
と
各
地
区
の
発
掘
調
査
で
し
ば
し
ば
検
出
さ
れ
る
火
災
の
痕
跡
や
焼
瓦
な
ど

が
火
災
と
年
代
を
示
す
遺
構
・
遺
物
と
し
て
個
々
に
挙
げ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
ま

た
、
そ
れ
ら
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
賀
城
が
灰
燼
と
帰
し
た
印
象
を
受

け
る
感
も
な
く
は
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
火
災
の
実
態
が
整
理
さ
れ
始
め
た
の
は

評
価
さ
れ
る
。
本
稿
で
も
、ま
ず
現
時
点
に
お
け
る
火
災
の
実
態
と
特
徴
を
把
握
し
、

さ
ら
に
蝦
夷
の
襲
撃
の
実
態
も
考
え
て
み
た
い
。

1
火
災
の
実
態

多
賀
城
は
仙
台
平
野
を
南
西
に
望
む
丘
陵
端
に
立
地
す
る
（
図
版
（
）。
一
部
に

低
地
や
沢
を
取
り
込
ん
だ
一
辺
約
一
〇
五
〇
～
六
六
〇
ｍ
の
外
周
り
を
築
地
・
材
木

塀
に
よ
る
外
郭
施
設
で
不
整
な
方
形
に
囲
ん
だ
城
柵
で
、
城
内
の
中
心
か
ら
南
東
よ

り
の
丘
陵
上
に
政
庁
を
置
き
、
周
り
の
丘
陵
上
に
は
実
務
官
衙
を
配
し
て
い
る
。
政

庁
、
外
郭
施
設
、
実
務
官
衙
の
順
に
火
災
の
実
態
を
み
て
い
く
。

①
政
庁　

よ
く
言
及
さ
れ
る
と
お
り
、
ほ
ぼ
全
焼
し
て
い
る
）
（
（

。
焼
失
し
た
第
Ⅱ
期
政
庁
は
藤

原
朝
獦
に
よ
る
造
営
で
、
大
別
四
時
期
の
変
遷
の
中
で
も
機
能
と
装
飾
性
を
兼
備
し

た
最
も
壮
麗
な
政
庁
で
あ
る
（
図
版
（
：
二
六
一
頁
）。
政
庁
内
に
は
正
殿
を
中
心

に
東
西
の
脇
殿
・
楼
、
後
殿
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
囲
む
東
西
約
一
〇
三
ｍ
、
南
北
約

一
一
七
ｍ
の
築
地
に
は
南
辺
に
翼
廊
が
付
く
南
門
、
東
・
西
・
北
辺
に
東
殿
・
西
殿
・

北
殿
が
配
さ
れ
て
い
た
。
建
物
と
築
地
は
す
べ
て
礎
石
式
総
瓦
葺
き
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
東
脇
殿
と
翼
廊
、
東
・
北
殿
で
は
焼
面
が
検
出
さ
れ
て
お
り
、
焼
失
が

直
接
捉
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
焼
土
層
の
分
布
や
建
物
の
礎
石
据
穴
・
足
場
穴
に
含
ま

れ
る
焼
土
・
炭
・
焼
瓦
等
か
ら
正
殿
、
東
西
の
楼
、
後
殿
、
南
門
の
焼
失
が
知
ら
れ
、

西
辺
築
地
で
は
焼
け
て
ず
り
落
ち
た
多
量
の
瓦
を
掻
き
な
ら
し
た
状
況
が
み
ら
れ
る

（
図
版
（
）。
西
脇
殿
や
西
殿
で
は
火
災
痕
跡
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
西
辺
築
地

や
他
の
建
物
の
状
況
か
ら
す
る
と
焼
失
し
た
可
能
性
が
高
い
。
政
庁
は
ほ
ぼ
全
焼
し

て
い
る
。

②
外
郭
施
設

第
Ⅱ
期
の
外
郭
施
設
は
西
辺
が
不
明
、
東
辺
南
半
が
材
木
塀
で
あ
る
以
外
は
す
べ

て
築
地
で
あ
り
、
南
辺
と
東
・
西
門
周
辺
は
瓦
葺
き
で
あ
る
。
門
は
政
庁
の
南
で
南

門
（
図
版
（
）、
城
内
を
東
北
か
ら
西
南
に
延
び
る
丘
陵
尾
根
筋
で
東
門
と
西
門
が
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確
認
さ
れ
て
い
る
）
5
（

。
い
ず
れ
も
第
Ⅰ
期
の
掘
立
式
の
門
よ
り
規
模
が
大
き
い
礎
石
式

瓦
葺
き
の
八
脚
門
で
）
6
（

、南
門
は
重
層
門
形
式
で
復
元
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
、

外
郭
施
設
で
は
第
Ⅱ
期
の
櫓
が
南
辺
で
一
基
、
東
辺
で
二
基
検
出
さ
れ
て
お
り
）
7
（

、
南

辺
で
は
南
門
︱
外
郭
東
南
隅
の
ほ
ぼ
中
央
、
東
辺
で
は
東
門
か
ら
約
一
六
〇
ｍ
南
と

ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
。
い
ず
れ
も
掘
立
式
だ
が
、
南
辺
の
櫓
は
瓦
葺
き
の
可
能
性

が
あ
る
。

火
災
状
況
を
み
る
と
、
門
は
す
べ
て
焼
失
し
て
い
る
。
櫓
は
南
辺
で
は
焼
失
し
て

い
る
が
、
東
辺
の
二
基
は
焼
け
て
い
な
い
。
築
地
は
焼
失
し
た
門
・
櫓
の
周
辺
で
火

を
受
け
た
状
況
が
顕
著
で
あ
り
、
東
辺
で
は
東
門
か
ら
か
な
り
北
で
も
火
災
の
痕
跡

が
検
出
さ
れ
て
い
る
）
8
（

。
一
方
、
南
辺
で
は
門
・
櫓
の
周
辺
以
外
に
火
災
痕
跡
は
確
認

さ
れ
て
い
な
い
が
、
東
南
隅
で
焼
瓦
が
多
量
に
出
土
し
て
い
る
。
ま
た
、
北
辺
で
は

築
地
の
内
側
に
薄
い
焼
土
層
や
炭
層
が
み
ら
れ
る
箇
所
は
あ
る
も
の
の
火
災
の
痕
跡

は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
第
Ⅱ
期
の
櫓
が
認
知
さ
れ
た
の
は
ご
く
近
年
の
こ
と
で
あ
る
。
従
来

は
東
辺
ほ
ぼ
中
央
で
櫓
状
遺
構
が
一
基
検
出
さ
れ
て
い
た
が
）
9
（

、
基
本
的
に
櫓
の
付
設

は
第
Ⅲ
期
以
降
と
理
解
さ
れ
て
い
た
）
（2
（

。
認
知
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
二
〇
一
〇
年
の

30

40
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20

N

0 100 200ｍ
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政庁

Ⅰ期

Ⅱ～Ⅳ期

Ⅲ・Ⅳ期
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砂押川

※政庁･官衙の建物は主にⅢ期の様子

城前官衙

作貫官衙

大畑官衙

六月坂官衙六月坂官衙六月坂官衙六月坂官衙
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櫓 (Ⅱ期 )櫓 (Ⅱ期 )
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櫓 (Ⅱ期 )櫓 (Ⅱ期 )櫓 (Ⅱ期 )

図版１ 多賀城全体図（『年報』から作成。）

図版 2　政庁西辺築地の焼瓦出土状況図版2 政庁西辺築地の焼瓦出土状況
宮城県多賀城跡調査研究所『多賀城跡 政庁跡 
図録編』，一九八〇年，PL59。
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第
Ⅱ
期
東
門
か
ら
約
一
六
〇
ｍ
南
に
あ
る
櫓
の
確
認
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
東
辺
中
央

の
櫓
も
明
確
に
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
二
〇
一
五
年
に
は
南
辺
で
も
第
Ⅱ
期
の

櫓
が
確
認
さ
れ
た
。こ
う
し
た
経
緯
を
踏
ま
え
て
あ
ら
た
め
て
外
郭
線
を
見
直
す
と
、

第
Ⅱ
期
の
櫓
は
他
に
も
東
・
南
辺
で
想
定
さ
れ
る
箇
所
が
あ
る
。

東
辺
で
は
東
門
か
ら
約
一
一
〇
ｍ
北
の
Ｓ
Ｂ
三
八
三
建
物
が
櫓
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
建
物
は
調
査
当
時
に
は
火
災
に
遭
っ
た
城
外
の
建
物
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
の

調
査
か
ら
奈
良
時
代
の
外
郭
東
辺
上
に
位
置
す
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
東
門
と
外

郭
東
北
隅
と
の
ほ
ぼ
中
間
に
あ
る
点
で
も
焼
失
し
た
櫓
と
み
ら
れ
る
）
（（
（

。
ま
た
、
東
門

か
ら
南
で
も
二
〇
一
〇
年
検
出
の
櫓
と
の
ほ
ぼ
中
間
で
築
地
内
側
の
溝
に
多
量
の
焼

瓦
と
焼
土
を
含
む
崩
壊
土
が
確
認
さ
れ
て
お
り
）
（1
（

、
近
く
に
焼
失
し
た
櫓
が
あ
る
可
能

性
が
高
い
。
こ
れ
ら
も
含
め
る
と
、
東
辺
で
は
東
門
に
近
い
櫓
が
焼
失
し
、
離
れ
た

櫓
は
火
災
を
免
れ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

一
方
、
南
辺
で
確
認
さ
れ
た
第
Ⅱ
期
の
櫓
は
、
第
Ⅲ
期
の
櫓
の
土
壇
の
下
で
焼
面

と
周
囲
に
多
量
の
焼
瓦
を
伴
っ
て
検
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
状
況
は
、
同
じ
よ
う
に

第
Ⅲ
期
以
降
の
土
壇
を
伴
う
東
南
隅
や
そ
の
一
つ
西
側
の
櫓
、
南
門
西
側
の
櫓
）
（1
（

の
場

所
に
も
第
Ⅱ
期
の
櫓
が
あ
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
特
に
多
量
の
焼
瓦
を
所
用
瓦
と

し
、
礎
石
と
柱
穴
が
混
在
す
る
第
Ⅲ
期
の
櫓
を
想
定
し
て
い
る
東
南
隅
に
つ
い
て
は

再
調
査
が
望
ま
れ
る
。
な
お
、
そ
の
一
つ
西
側
の
櫓
で
も
瓦
が
多
量
に
出
土
し
て
い

る
が
、
報
告
書
に
焼
瓦
に
関
す
る
記
載
は
な
い
。
土
壇
下
に
柱
穴
が
あ
れ
ば
、
火
災

を
免
れ
た
第
Ⅱ
期
の
櫓
と
な
ろ
う
。

以
上
か
ら
、
外
郭
施
設
で
は
門
・
櫓
を
中
心
と
し
た
火
災
が
考
え
ら
れ
る
が
、
門

が
す
べ
て
焼
失
し
た
の
に
対
し
、
櫓
は
火
災
を
免
れ
た
も
の
が
あ
る
。
従
っ
て
、
区

画
施
設
本
体
（
築
地
・
材
木
塀
）
も
焼
失
し
た
門
・
櫓
の
周
辺
以
外
で
の
損
傷
は
少

な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
自
然
災
害
に
よ
る

倒
壊
と
は
異
な
り
、
攻
城
戦
で
は
門
な
ど
の
入
口
を
確
保
す
れ
ば
、
そ
の
後
の
区
画

施
設
へ
の
攻
撃
・
破
壊
は
無
意
味
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
後
述
す
る
よ
う
に
蝦
夷
襲

撃
時
の
多
賀
城
は
ほ
ぼ
無
人
の
状
況
で
あ
り
、
門
を
破
る
の
は
た
や
す
か
っ
た
と
み

ら
れ
る
。
築
地
の
破
壊
は
徒
労
で
あ
る
。

③
実
務
官
衙

城
内
の
実
務
官
衙
に
は
東
北
部
の
大
畑
地
区
官
衙
か
ら
右
回
り
で
作
貫
・
城
前
・

五
万
崎
・
金
堀
・
六
月
坂
地
区
の
官
衙
が
あ
り
（
図
版
（
：
前
頁
）、
主
な
官
衙
の

様
子
は
近
年
刊
行
さ
れ
た
城
前
官
衙
の
正
報
告
書
に
模
式
図
が
あ
る
）
（1
（

。

〈
大
畑
・
作
貫
官
衙
〉 

大
畑
官
衙
は
城
内
東
北
、
作
貫
官
衙
は
そ
の
南
側
に
あ
り
、

後
者
は
政
庁
と
沢
を
挟
ん
だ
東
側
に
立
地
す
る
。
こ
れ
ま
で
大
畑
官
衙
で
延
べ
約

二
五
二
〇
〇
㎡
、
作
貫
官
衙
で
延
べ
約
四
六
〇
〇
㎡
の
調
査
が
行
わ
れ
て
お
り
）
（1
（

、
第

Ⅱ
期
以
前
の
官
衙
を
構
成
す
る
遺
構
は
前
者
で
建
物
が
七
棟
、住
居
が
一
四
軒
ほ
ど
、

後
者
で
建
物
が
六
棟
検
出
さ
れ
て
い
る
。

両
官
衙
の
建
物
は
長
舎
が
目
立
ち
、
大
畑
官
衙
に
は
桁
行
一
五
間
以
上
、
梁
行
四

間
の
両
廂
付
南
北
棟
、
作
貫
官
衙
に
は
桁
行
八
間
以
上
、
梁
行
三
間
の
廂
付
東
西

棟
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
大
畑
官
衙
で
は
第
Ⅲ
期
外
郭
東
門
の
南
側
と
第
Ⅱ
期
の
東

門
か
ら
北
の
築
地
沿
い
に
焼
土
層
の
分
布
が
み
ら
れ
る
）
（1
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
両
官

衙
で
明
確
に
火
災
に
遭
っ
た
建
物
・
住
居
は
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。
合
わ
せ
て
約

三
〇
〇
〇
〇
㎡
に
及
ぶ
調
査
区
の
中
で
第
Ⅱ
期
末
の
火
災
と
の
関
連
が
言
及
さ
れ

て
い
る
の
は
、
大
畑
官
衙
で
前
述
し
た
南
北
棟
の
西
入
側
柱
列
西
側
に
あ
る
Ｓ
Ａ

一
九
三
一
の
み
で
あ
る
）
（1
（

。
両
官
衙
の
建
物
に
火
災
痕
跡
が
み
ら
れ
な
い
状
況
は
、
東

側
を
延
び
る
外
郭
東
辺
で
確
認
さ
れ
て
い
る
櫓
が
焼
失
し
て
い
な
い
こ
と
と
も
符
合

す
る
。

〈
城
前
官
衙
〉
政
庁
跡
東
南
か
ら
南
に
下
る
丘
陵
上
に
立
地
し
、
政
庁
南
大
路
東

側
の
一
段
高
い
場
所
に
位
置
す
る
。
延
べ
約
八
三
〇
〇
㎡
が
調
査
さ
れ
て
お
り
、
官

衙
の
ほ
ぼ
全
貌
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
）
（1
（

。
第
Ⅱ
期
の
官
衙
は
政
庁
正
殿
を
中
心
と

す
る
計
画
性
に
則
っ
て
造
ら
れ
た
格
式
の
高
い
官
衙
で
、
北
向
き
だ
が
広
場
を
囲
む

儀
式
的
な
空
間
構
造
を
持
つ
。
一
三
棟
と
み
ら
れ
る
建
物
の
う
ち
一
一
棟
が
検
出
さ

れ
、
官
衙
の
西
辺
や
内
部
を
仕
切
る
塀
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
主
殿
の
両
面
廂
付
建
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物
は
瓦
葺
き
と
考
え
ら
れ
、
官
衙
の
西
北
隅
で
は
鎮
守
府
符
を
納
め
た
文
書
函
蓋
を

含
む
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
）
（1
（

。

こ
の
官
衙
で
は
八
棟
の
建
物
で
火
災
の
痕
跡
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
特
に
東
列
の

建
物
や
西
南
隅
の
建
物
は
柱
抜
取
穴
を
含
め
て
焼
土
や
炭
を
多
く
含
む
整
地
層
に
覆

わ
れ
て
お
り
、
西
南
隅
で
は
多
数
の
焼
瓦
が
出
土
し
た
。
ま
た
、
西
列
で
は
周
囲
に

焼
面
や
焼
土
層
が
分
布
す
る
建
物
が
あ
る
。西
辺
を
画
す
塀
で
も
火
災
後
に
柱
が
抜
・

切
取
ら
れ
た
状
況
が
明
瞭
で
、
政
庁
と
同
様
に
ほ
ぼ
全
焼
し
て
い
る
。

〈
五
万
崎
・
金
堀
官
衙
〉 

五
万
崎
官
衙
は
城
内
西
南
、
金
堀
官
衙
は
五
万
崎
官
衙

と
沢
を
挟
ん
だ
北
側
に
位
置
し
、
前
者
で
延
べ
約
五
九
〇
〇
㎡
、
後
者
で
延
べ
約

一
五
〇
〇
㎡
が
調
査
さ
れ
て
い
る
）
12
（

。
こ
の
う
ち
五
万
崎
官
衙
の
建
物
群
に
は
焼
失
が

考
え
ら
れ
る
建
物
も
あ
る
が
、
第
Ⅳ
期
の
九
世
紀
後
半
～
十
世
紀
前
半
頃
の
建
物

群
で
あ
り
、
第
Ⅱ
期
末
の
火
災
に
伴
う
も
の
で
は
な
い
。
一
方
、
金
堀
官
衙
に
は
第

Ⅱ
期
以
前
の
焼
失
建
物
と
し
て
Ｓ
Ｂ
四
七
九
が
あ
り
、
周
り
の
溝
・
土
坑
で
も
焼
瓦

や
焼
土
、
焼
壁
等
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
調
査
面
積
が
少
な
く
、
全

体
の
火
災
状
況
は
不
明
で
あ
る
。

〈
六
月
坂
官
衙
〉 

政
庁
北
辺
か
ら
二
五
〇
ｍ
北
に
位
置
す
る
官
衙
で
、
延
べ
約

六
七
〇
〇
㎡
が
調
査
さ
れ
て
い
る
）
1（
（

。
第
Ⅱ
期
以
前
の
官
衙
に
伴
う
遺
構
は
検
出
さ
れ

て
い
な
い
が
、
第
Ⅲ
期
の
建
物
の
柱
穴
な
ど
か
ら
焼
瓦
が
出
土
し
、
焼
土
も
比
較
的

認
め
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
周
辺
で
第
Ⅱ
期
に
火
災
が
あ
っ
た
と
は
想
定
さ
れ
る
。
た

だ
、
詳
細
は
不
明
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

2
火
災
の
特
徴
と
蝦
夷
の
襲
撃

現
段
階
の
実
態
と
し
て
、
必
ず
し
も
多
賀
城
は
全
焼
し
て
い
な
い
。
多
く
の
地
区

に
焼
土
や
焼
瓦
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
火
災
が
広
範
囲
に
及
ん
だ
と
は
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
ほ
ぼ
全
焼
し
た
の
は
政
庁
と
城
前
官
衙
、
外
郭
南
門
を
は
じ
め
と
し
た
外

郭
諸
門
で
、
櫓
に
は
火
災
を
免
れ
た
櫓
が
あ
り
、
築
地
も
焼
失
し
た
門
・
櫓
の
周
り

以
外
の
損
傷
は
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
城
前
官
衙
以
外
の
実
務
官
衙
で
は
金
堀
官

衙
に
焼
失
建
物
が
あ
る
程
度
で
あ
り
、
政
庁
や
城
前
官
衙
の
よ
う
な
明
瞭
な
火
災
状

況
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
六
月
坂
官
衙
で
は
第
Ⅱ
期
の
建
物
が
未
確
認
で
、大
畑
・

作
貫
官
衙
で
は
多
数
の
建
物
・
住
居
等
が
検
出
さ
れ
な
が
ら
も
火
災
に
遭
っ
た
痕
跡

は
乏
し
い
。
多
賀
城
は
灰
燼
に
帰
し
て
は
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
政
庁
と
外
郭
諸
門
、
城
前
官
衙
は
多
賀
城
で
も
重
要
な
施
設
で
あ
り
、

律
令
制
的
な
支
配
を
象
徴
し
、
国
家
の
威
光
を
示
す
施
設
で
あ
る
。
政
庁
は
国
庁
兼

鎮
守
府
庁
で
あ
り
）
11
（

、
特
に
第
Ⅱ
期
は
機
能
と
装
飾
性
を
兼
備
し
た
壮
麗
な
政
庁
で

あ
っ
た
。
外
郭
線
の
門
は
各
方
面
か
ら
多
賀
城
に
入
る
城
門
で
あ
り
）
11
（

、
第
Ⅱ
期
の
門

の
規
模
・
構
造
は
い
ず
れ
も
第
Ⅰ
期
を
上
回
る
。
な
か
で
も
第
Ⅱ
期
に
南
に
移
さ
れ

た
南
門
は
、
長
さ
約
八
七
〇
ｍ
に
及
ぶ
大
規
模
な
築
地
に
よ
る
外
郭
南
辺
と
合
わ
せ

て
南
正
面
の
威
容
を
誇
示
し
て
い
た
）
11
（

。
一
方
、
城
前
官
衙
は
規
模
や
格
式
は
政
庁
に

劣
る
も
の
の
、
城
内
屈
指
の
高
い
計
画
性
を
持
つ
官
衙
で
あ
り
、
瓦
葺
き
の
主
殿
を

中
心
に
鎮
守
府
の
符
を
は
じ
め
と
す
る
重
要
な
実
務
を
扱
っ
て
い
た
。
宝
亀
十
一
年

の
多
賀
城
の
火
災
は
、
こ
う
し
た
重
要
か
つ
象
徴
的
な
施
設
を
中
心
と
し
て
い
る
。

そ
の
実
態
に
は
蝦
夷
に
よ
る
襲
撃
の
特
徴
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
思
う
。

城
柵
に
対
す
る
蝦
夷
の
襲
撃
は
、
宝
亀
元
年
（
七
七
〇
）
に
本
拠
地
に
逃
げ
帰
っ

た
宇
漢
迷
君
宇
屈
波
宇
の
よ
う
な
各
地
の
族
長
や
伊
佐
西
古
、
諸
絞
、
八
十
嶋
、
乙

代
と
い
っ
た
一
騎
当
千
の
首
領
が
率
い
る
比
較
的
小
規
模
な
戦
闘
集
団
を
単
位
と

し
、
そ
れ
ら
が
時
に
応
じ
て
蜂
や
蟻
の
ご
と
く
群
が
っ
て
な
さ
れ
る
特
徴
が
あ
る
）
11
（

。

ま
た
、
国
家
側
が
軍
威
を
示
せ
ば
、
各
個
に
山
野
に
隠
れ
て
隙
を
窺
う
と
い
っ
た
集

合
離
散
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
伊
治
公
呰
麻
呂
の
謀
反
で
も
呰
麻
呂
は
俘
軍
を
誘
っ

て
味
方
に
し
た
上
で
陸
奥
按
察
使
を
殺
し
て
お
り
、
彼
自
身
が
大
軍
を
擁
し
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
陸
奥
国
最
高
官
の
按
察
使
殺
害
は
陸
奥
国
の
支
配
機
構
に

大
穴
を
開
け
、
最
大
級
の
隙
を
生
じ
さ
せ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
に
乗
じ
て
各
地

の
蝦
夷
が
一
斉
に
蜂
起
し
て
城
柵
を
襲
撃
、
勢
い
に
ま
か
せ
て
群
が
る
よ
う
に
多
賀

城
ま
で
襲
来
し
た
の
が
実
態
で
は
な
か
っ
た
か
。

宝
亀
十
一
年
三
月
丁
亥
条
は
、
多
賀
城
が
炎
上
に
至
る
経
過
を
概
ね
次
の
よ
う
に



252

国立歴史民俗博物館研究報告
第 232集 2022年 3月

記
す
（
後
掲
史
料
A
、）。
呰
麻
呂
謀
反
後
の
多
賀
城
で
は
城
下
の
百
姓
が
城
を
守
る

た
め
城
内
に
入
り
立
て
籠
も
っ
た
が
、
殺
さ
れ
た
紀
広
純
に
次
ぐ
地
位
に
あ
り
、
呰

麻
呂
の
指
示
で
伊
治
城
か
ら
多
賀
城
に
護
送
さ
れ
た
陸
奥
介
大
伴
真
綱
が
掾
の
石
川

浄
足
と
と
も
に
城
を
出
て
逃
走
し
た
た
め
、
指
揮
官
を
失
っ
た
百
姓
も
城
か
ら
逃
げ

散
っ
た
。
そ
れ
か
ら
数
日
後
に
来
襲
し
た
賊
が
府
庫
の
価
値
あ
る
物
品
を
略
奪
し
尽

く
し
た
う
え
で
放
火
、
多
賀
城
は
炎
上
し
た
。

こ
の
記
事
に
よ
る
と
、
ま
ず
多
賀
城
で
の
交
戦
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
国
家
側

に
賊
と
呼
ば
れ
た
者
達
の
襲
来
は
籠
城
し
た
百
姓
が
四
散
し
た
数
日
後
で
あ
る
。
百

姓
の
「
遂
無
所
拠
、
一
時
散
去
」
と
い
う
様
子
に
は
指
揮
官
を
失
っ
た
城
内
の
混
乱

が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
、
百
姓
も
四
散
し
た
多
賀
城
は
空
城
と
言
っ
て
よ
く
、
侵
入
は

容
易
だ
っ
た
。
火
災
を
免
れ
た
櫓
も
そ
う
し
た
状
況
を
裏
付
け
る
。

次
い
で
、
侵
入
者
が
し
た
こ
と
は
何
よ
り
も
略
奪
で
あ
る
。
史
料
に
「
争
取
府
庫

之
物
。
尽
重
而
去
。」
と
み
え
る
行
為
は
彼
ら
同
士
が
争
う
激
し
さ
で
、
貴
重
な
物

品
は
こ
と
ご
と
く
持
ち
去
ら
れ
た
。
按
察
使
殺
害
を
契
機
と
し
、
国
家
側
に
対
し
て

一
斉
蜂
起
し
た
者
達
が
群
れ
を
な
し
て
多
賀
城
に
押
し
寄
せ
、
空
城
の
城
内
で
各
個

に
略
奪
者
と
化
し
た
感
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
ま
ず
標
的
と
な
る
の
は
装
飾
が
目
立

つ
施
設
・
建
物
や
物
品
が
積
ま
れ
た
庫
で
あ
ろ
う
。
未
確
認
の
倉
庫
群
を
除
け
ば
間

違
い
な
く
政
庁
、
次
い
で
格
式
の
高
い
城
前
官
衙
・
外
郭
諸
門
で
あ
り
、
火
災
の
実

態
と
符
合
す
る
。
自
由
に
動
き
回
れ
る
城
内
に
お
い
て
、
略
奪
も
競
争
な
ら
雑
舎
群

は
二
の
次
で
あ
る
。貴
重
な
物
品
が
あ
り
そ
う
な
施
設
に
殺
到
し
て
略
奪
を
尽
く
し
、

最
終
的
に
放
火
が
行
わ
れ
た
。
放
火
に
は
国
家
に
抑
圧
さ
れ
て
い
た
不
満
を
晴
ら
し

た
凱
歌
の
感
が
あ
る
。
な
お
、
そ
の
後
の
征
東
軍
入
城
の
際
も
交
戦
の
様
子
は
み
え

な
い
。
放
火
を
以
て
、
彼
ら
は
居
住
地
に
引
き
上
げ
た
と
み
ら
れ
る
）
11
（

。

　

こ
う
し
た
行
動
は
城
柵
を
攻
め
落
と
し
て
政
治
・
軍
事
的
な
拠
点
と
し
、
律
令
国

家
と
覇
を
争
う
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
史
料
に
「
窺
機
伺
隙
」「
攻
則
奔

逃
山
藪
、
放
則
侵
掠
城
塞
」（
後
掲
史
料
D
、
二
五
七
頁
）
と
み
え
る
よ
う
に
国
家

側
の
隙
や
弛
緩
に
乗
じ
た
城
柵
へ
の
攻
撃
（
略
奪
・
放
火
）
に
留
ま
る
も
の
だ
が
、

多
賀
城
の
火
災
状
況
は
そ
の
最
大
級
の
実
態
を
示
し
て
い
る
）
11
（

。

❷
多
賀
城
と
宝
亀
末
の
征
討

周
知
の
よ
う
に
呰
麻
呂
謀
反
の
報
に
接
し
た
政
府
は
直
ち
に
征
東
使
を
任
じ
、
征

東
軍
を
派
遣
し
た
。
多
賀
城
の
復
興
は
征
東
軍
が
多
賀
城
に
入
っ
た
五
月
下
旬
以
降

（
次
頁
史
料
B
）
に
始
め
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

1
多
賀
城
の
火
災
と
征
東
軍

多
賀
城
炎
上
を
記
す
宝
亀
十
一
年
（
七
八
〇
）
三
月
丁
亥
条
は
以
下
の
と
お
り
で

あ
り
、
概
ね
史
料
の
後
に
付
し
た
①
～
⑦
の
内
容
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
A
】
宝
亀
十
一
年
三
月
丁
亥
条
（
廿
二
日
）

陸
奥
国
上
治
郡
大
領
外
従
五
位
下
伊
治
公
呰
麻
呂
反
。
率
徒
衆
、
殺
按
察
使
参

議
従
四
位
下
紀
朝
臣
広
純
於
伊
治
城
。
広
純
、
大
納
言
兼
中
務
卿
正
三
位
麻
呂
之

孫
、
左
衙
士
督
従
四
位
下
宇
美
之
子
也
。
宝
亀
中
出
為
陸
奥
守
、
尋
転
按
察
使
。

在
職
視
事
、
見
偁
幹
済
。
伊
治
公
呰
麻
呂
、
本
是
夷
俘
之
種
也
。
初
縁
事
有
嫌
、

而
呰
麻
呂
匿
怨
、
陽
媚
事
之
。
広
純
甚
信
用
、
殊
不
介
意
。
又
牡
鹿
郡
大
領
道
嶋

大
楯
、
毎
淩
侮
呰
麻
呂
、
以
夷
俘
遇
焉
。
呰
麻
呂
深
銜
之
。
時
広
純
建
議
造
覚
鱉

柵
、
以
遠
戍
候
。
因
率
俘
軍
入
、
大
楯
呰
麻
呂
並
従
。
至
是
、
呰
麻
呂
自
為
内
応
、

唱
誘
軍
而
反
。
先
殺
大
楯
、
率
衆
囲
按
察
使
広
純
、
攻
而
害
之
。
独
呼
介
大
伴
宿

禰
真
綱
、
開
囲
一
角
而
出
、
護
送
多
賀
城
。
其
城
久
年
国
司
治
所
、
兵
器
粮
蓄
不

可
勝
計
。
城
下
百
姓
競
入
欲
保
城
中
、
而
介
真
綱
、
掾
石
川
浄
足
、
潜
出
後
門
而

走
。
百
姓
遂
無
所
拠
、
一
時
散
去
。
後
数
日
、
賊
徒
乃
至
、
争
取
府
庫
之
物
。
尽

重
而
去
。
其
所
遺
者
放
火
而
焼
焉
。

①　

呰
麻
呂
に
よ
る
伊
治
城
で
の
陸
奥
按
察
使
紀
広
純
の
殺
害
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②  

広
純
の
出
自
・
経
歴
と
人
物
評

③　

呰
麻
呂
の
出
自
と
広
純
・
道
嶋
大
楯
殺
害
の
動
機

④　

犯
行
の
経
過
と
陸
奥
介
大
伴
真
綱
の
多
賀
城
へ
の
護
送

⑤ 

多
賀
城
の
概
要
と
事
件
直
後
の
状
況

⑥　

陸
奥
介
・
掾
の
逃
亡
と
城
内
に
立
て
籠
も
っ
た
百
姓
の
四
散

⑦ 
蝦
夷
等
に
よ
る
略
奪
・
放
火

鈴
木
拓
也
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
）
11
（

、
こ
の
記
事
は
後
年
に
ま
と
め
ら
れ
た
と
み
ら

れ
る
。
そ
れ
は
広
純
の
人
物
評
（
②
）
の
存
在
に
明
ら
か
で
あ
る
し
、
呰
麻
呂
謀

反
の
報
告
直
後
と
み
ら
れ
る
三
月
廿
九
日
に
多
賀
城
か
ら
逃
走
し
た
陸
奥
介
大
伴
真

綱
（
⑥
）
が
陸
奥
鎮
守
副
将
軍
に
任
じ
ら
れ
た
）
11
（

の
も
腑
に
落
ち
な
い
こ
と
で
、
ど
ち

ら
も
事
件
の
第
一
報
に
記
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
難
い
。
そ
こ
で
第
一
報
の
内
容
が

問
題
だ
が
、
私
見
で
は
①
の
ほ
か
、
③
・
④
の
殺
害
の
動
機
・
経
過
を
含
む
も
の
で
、

④
の
真
綱
の
護
送
以
下
は
後
の
報
告
で
政
府
が
認
識
し
た
こ
と
で
あ
り
、
記
事
の
編

纂
段
階
で
②
と
そ
れ
ら
が
加
え
ら
れ
た
と
み
る
。
た
だ
し
、
多
賀
城
の
火
災
に
至
る

経
過
自
体
は
正
し
い
。
す
で
に
触
れ
た
と
お
り
、
陸
奥
介
真
綱
と
掾
の
石
川
浄
足
の

逃
走
に
よ
っ
て
籠
城
し
た
百
姓
も
四
散
し
、
数
日
後
に
来
襲
し
た
蝦
夷
等
が
略
奪
を

尽
く
し
て
放
火
、
多
賀
城
は
炎
上
し
た
。

第
一
報
の
到
着
後
、
政
府
は
三
月
廿
八
日
に
藤
原
継
縄
を
大
使
、
大
伴
益
立
と
紀

古
佐
美
を
副
使
と
す
る
征
東
使
、
翌
廿
九
日
に
大
伴
真
綱
を
陸
奥
鎮
守
副
将
軍
、
安

倍
家
麻
呂
を
出
羽
鎮
狄
将
軍
、
征
東
副
使
大
伴
益
立
を
陸
奥
守
に
任
じ
た
（
二
五
五

頁
年
表
）。
陸
奥
国
か
ら
平
城
京
に
は
六
～
七
日
を
要
す
の
で
、
第
一
報
の
廿
二
日

の
日
付
は
陸
奥
国
を
第
一
報
が
出
た
日
で
あ
り
、
報
告
を
受
け
て
政
府
は
直
ち
に
対

処
し
た
。
そ
れ
は
征
東
使
と
殺
さ
れ
た
紀
広
純
が
兼
帯
し
た
鎮
守
副
将
軍
の
後
任
を

定
め
、
征
東
軍
の
到
達
ま
で
は
陸
奥
介
鎮
守
副
将
軍
の
大
伴
真
綱
を
中
心
に
現
地
を

固
め
る
策
を
主
と
す
る
が
、
少
し
問
題
が
あ
る
。
陸
奥
按
察
使
が
任
じ
ら
れ
て
い
な

い
こ
と
、
逃
亡
者
真
綱
の
任
用
で
あ
る
。
ま
た
、
廿
九
日
以
降
、
五
月
十
一
日
ま
で

は
陸
奥
国
よ
り
も
出
羽
国
を
対
象
と
し
た
指
示
が
目
立
つ
の
も
注
意
さ
れ
る
。

本
来
な
ら
按
察
使
に
は
征
東
大
使
の
藤
原
継
縄
を
任
じ
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
し

か
し
、
大
使
継
縄
に
関
す
る
記
事
は
任
用
後
見
え
ず
、
九
月
に
は
藤
原
小
黒
麻
呂
が

持
節
征
東
大
使
と
し
て
あ
ら
た
め
て
陸
奥
国
に
赴
任
し
た
。
ま
た
、
四
月
四
日
に
は

副
使
の
大
伴
益
立
を
従
四
位
下
に
叙
し
、
六
月
に
は
持
節
副
将
軍
と
み
え
る
の
で
、

節
刀
を
受
け
て
征
討
に
向
か
っ
た
責
任
者
は
益
立
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
赴
任
し

な
い
継
縄
は
小
黒
麻
呂
と
の
交
替
ま
で
一
切
責
め
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
三
月
廿

九
日
に
副
使
の
益
立
を
陸
奥
守
と
し
な
が
ら
大
使
の
継
縄
に
は
何
も
み
え
な
い
点
を

踏
ま
え
る
と
、
継
縄
は
赴
任
し
な
い
名
目
的
な
大
使
の
可
能
性
が
あ
り
）
12
（

、
後
述
す
る

が
、
政
府
は
事
態
を
い
く
ぶ
ん
軽
視
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
い
ず
れ
、
責
任
者

は
副
使
の
益
立
で
あ
り
、
昇
叙
し
た
四
月
四
日
以
降
に
征
討
に
赴
い
た
。

大
伴
真
綱
に
つ
い
て
は
、
六
月
八
日
に
百
済
王
俊
哲
を
陸
奥
鎮
守
副
将
軍
、
多
治

比
宇
美
を
陸
奥
介
に
任
じ
た
記
事
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
真
綱
の
後
任
人
事
で
あ
る
の

は
明
白
で
あ
る
。
ま
た
、
真
綱
は
以
後
の
史
料
に
は
一
切
現
れ
な
い
。
鈴
木
氏
の
推

測
ど
お
り
）
1（
（

、
多
賀
城
で
の
敵
前
逃
亡
が
明
ら
か
に
な
り
、
解
任
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

従
っ
て
、
政
府
は
三
月
の
第
一
報
時
点
で
は
真
綱
の
逃
走
を
知
ら
ず
に
鎮
守
副
将
軍

に
任
じ
た
。
逃
走
が
判
明
し
た
の
は
、
後
任
を
任
じ
た
六
月
八
日
以
前
で
あ
り
、
次

の
六
月
廿
八
日
勅
に
み
え
る
五
月
八
日
奏
状
が
届
い
た
同
十
四
日
頃
で
あ
ろ
う
。

【
史
料
B
】
宝
亀
十
一
年
六
月
辛
酉
条
（
廿
八
日
）

勅
陸
奥
持
節
副
将
軍
大
伴
宿
禰
益
立
等
、
去
五
月
八
日
奏
書
云
、
且
備
兵
粮
、

且
伺
賊
機
、
方
以
今
月
下
旬
進
入
国
府
、
然
後
候
機
乗
変
、
恭
行
天
誅
者
。
既

経
二
月
。
計
日
准
程
、
佇
待
献
俘
。
其
出
軍
討
賊
、
匡
之
大
事
。
進
退
動
静
、

続
合
奏
聞
。
何
経
数
旬
、
絶
無
消
息
。
宜
申
委
曲
。
如
書
不
尽
意
者
、
差
軍
監

已
下
堪
弁
者
一
人
、
馳
駅
申
上
。

こ
の
勅
は
五
月
八
日
奏
状
か
ら
二
ヶ
月
近
く
消
息
が
絶
え
た
征
東
軍
に
対
し
、
光
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仁
天
皇
が
報
告
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
奏
状
で
征
東
軍
は
五
月
下
旬
に
国
府
（
多

賀
城
）
に
入
っ
た
う
え
で
機
を
見
て
征
討
を
行
う
と
す
る
が
、
注
意
さ
れ
る
の
は
国

府
へ
の
行
軍
に
関
し
て
も
「
伺
賊
機
」
と
す
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
征
東
軍
が
国
府

周
辺
の
状
勢
を
不
穏
と
み
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
、
大
伴
真
綱
等
の
逃
走(

⑥)

で

多
賀
城
に
お
け
る
指
揮
官
の
不
在
が
判
明
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
先
に

触
れ
た
よ
う
に
征
討
関
連
の
記
事
は
五
月
十
一
日
ま
で
は
出
羽
国
を
対
象
と
し
た
指

示
が
目
立
つ
が
、
八
日
奏
状
が
届
い
た
頃
の
十
四
日
に
は
坂
東
諸
国
等
に
糒
の
備
蓄

を
命
じ
、
十
六
日
に
は
戦
場
に
赴
く
志
願
者
を
広
募
し
て
い
る
（
次
頁
年
表)

。
こ

れ
ら
は
奏
状
を
通
し
て
陸
奥
国
府
周
辺
の
状
勢
を
知
っ
た
措
置
と
考
え
ら
れ
る
。
要

す
る
に
、
政
府
は
五
月
上
旬
ま
で
は
多
賀
城
を
拠
点
と
し
、
陸
奥
介
鎮
守
副
将
軍
大

伴
真
綱
が
擁
す
る
陸
奥
国
軍
を
健
在
と
み
て
い
た
が
、
真
綱
等
の
逃
走
を
知
っ
て
状

勢
に
危
惧
を
感
じ
、
支
援
の
準
備
や
志
願
兵
の
募
集
を
始
め
た
の
で
あ
り
、
六
月
に

は
真
綱
の
後
任
を
定
め
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
多
賀
城
の
火
災(

⑦)
に
は
八
日
奏
状
も
二
八
日
勅
も
触
れ
て
い

な
い
。
八
日
奏
状
で
は
「
進
入
国
府
」
後
に
征
討
に
臨
む
と
し
て
い
る
の
で
、
よ
く

知
ら
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
そ
の
後
に
征
東
軍
か
ら
二
ヶ
月
も
報
告
が

途
絶
え
た
の
は
、
多
賀
城
に
到
着
し
、
全
焼
は
免
れ
た
も
の
の
政
庁
を
は
じ
め
と
し

た
惨
状
を
み
て
対
応
に
苦
慮
し
て
い
た
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
。
七
月
廿
一
日
に

な
っ
て
、
光
仁
天
皇
は
征
東
使
の
請
に
応
じ
て
尾
張
三
河
等
五
国
に
甲
一
千
領
、
翌

廿
二
日
に
は
東
海
東
山
諸
国
に
襖
四
千
領
の
多
賀
城
へ
の
送
付
を
命
じ
、
さ
ら
に
坂

東
の
軍
士
徴
発
と
軍
粮
一
万
六
千
斛
の
輸
送
を
勅
し
て
軍
士
の
多
賀
城
参
集
を
九
月

五
日
、
軍
粮
の
輸
送
期
限
を
八
月
廿
日
と
し
た
。
政
府
が
第
一
報
に
「
兵
器
粮
蓄
不

可
勝
計
」
と
み
え
る
常
態
を
有
し
て
い
た
多
賀
城
の
惨
状
を
認
識
し
た
の
は
、
実
に

こ
の
直
前
だ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

五
月
八
日
に
鎮
狄
将
軍
に
送
っ
た
甲
は
六
百
領
で
あ
り
、
同
十
四
・
十
六
日
の
勅

も
坂
東
諸
国
等
へ
の
支
援
準
備
や
志
願
兵
の
広
募
に
留
ま
る
。
対
し
て
、
七
月
の
指

示
は
か
な
り
の
兵
具
・
軍
士
・
軍
粮
を
陸
奥
国
に
直
接
送
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

軍
士
参
集
と
軍
粮
輸
送
の
期
限
を
あ
ら
た
め
て
定
め
た
の
は
征
討
の
仕
切
り
直
し
と

言
っ
て
よ
い
。
こ
れ
ら
は
出
羽
国
の
軍
備
や
後
方
で
の
支
援
準
備
と
い
っ
た
征
東
軍

の
周
囲
・
後
方
を
固
め
る
五
月
ま
で
の
施
策
と
異
な
り
、
征
東
軍
へ
の
直
接
的
な
梃

子
入
れ
・
増
強
で
あ
り
、
背
景
に
は
多
賀
城
の
焼
亡
が
判
明
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
先
に
判
明
し
て
い
た
ら
、
も
っ
と
早
急
に
梃
子
入
れ
を
し
た
で
あ
ろ
う
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
五
月
段
階
で
は
周
囲
・
後
方
の
固
め
に
留
っ
て
い
た
の
は
多
賀
城
に

「
不
可
勝
計
」
兵
器
粮
蓄
の
存
在
を
み
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
政
府
は
多
賀

城
に
お
け
る
略
奪
も
火
災
も
知
ら
ず
、
そ
れ
を
認
識
し
た
の
は
消
息
が
途
絶
え
た
征

東
軍
か
ら
七
月
に
報
告(

請)

が
な
さ
れ
た
時
と
考
え
ら
れ
る
）
11
（

。
三
月
の
第
一
報
か

ら
実
に
四
ヶ
月
近
く
を
経
て
い
た
。

以
上
か
ら
三
月
廿
二
日
付
け
の
第
一
報
は
、
ま
ず
呰
麻
呂
の
紀
広
純
殺
害(

①)

を
内
容
と
し
、
そ
の
後
の
大
伴
真
綱
等
の
逃
走(

⑥)

は
五
月
八
日
の
奏
上
、
多
賀

城
の
炎
上(

⑤
・
⑦)

は
七
月
に
入
っ
て
政
府
に
認
識
さ
れ
、『
続
日
本
紀
』
の
編

纂
段
階
で
広
純
の
人
物
評
（
②
）
と
と
も
に
三
月
丁
亥
（
廿
二
日
）
条
に
ま
と
め

ら
れ
た
と
考
え
る
。
一
方
、
③
・
④
の
犯
行
の
動
機
と
経
過
に
つ
い
て
は
、
詳
細
な

内
容
、
第
一
報
到
着
直
後
の
大
伴
真
綱
の
鎮
守
副
将
軍
任
用
、
第
一
報
の
発
送
者
を

多
賀
城
に
護
送
さ
れ
た
真
綱
と
み
る
の
が
立
場
上
（
陸
奥
介
）
も
妥
当
）
11
（

な
こ
と
か
ら
、

第
一
報
に
含
ま
れ
た
と
み
る
。
た
だ
し
、
呰
麻
呂
に
よ
る
真
綱
の
救
命
と
護
送
は
真

綱
の
立
場
を
微
妙
に
す
る
と
こ
ろ
も
あ
り
）
11
（

、
恐
ら
く
含
ま
れ
て
な
か
っ
た
ろ
う
。

そ
し
て
上
記
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
三
月
丁
亥
条
に
み
え
る
多
賀
城
の
炎
上
は

第
一
報
の
発
送
か
ら
真
綱
等
が
逃
走
、
百
姓
が
四
散
し
た
数
日
後
の
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
下
限
は
厳
密
に
は
征
東
軍
が
多
賀
城
に
入
っ
た
五
月
下
旬
頃
で
あ
る
が
、
同
八

日
に
は
真
綱
等
の
逃
走
が
判
明
し
て
い
る
こ
と
を
勘
案
し
て
概
ね
三
月
末
～
四
月
初

め
頃
と
考
え
て
お
き
た
い
。

2
征
討
の
行
方

　

光
仁
天
皇
が
九
月
五
日
を
期
限
と
し
た
軍
士
参
集
を
命
じ
た
意
図
は
明
確
で
あ
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年　　紀 日　　付 事　　　　　　　　　　　　　　　項

 宝亀11(780)   1.26  賊、長岡の百姓の家を焼く。官軍と戦闘（同年2.11条所引）。

  2. 1 丙申  陸奥按察使兼鎮守副将軍紀広純を参議に補任。

  2. 2 丁酉  陸奥国、覚鱉城の造営を建議。その造営を命ず。

  2.11 丙午  陸奥国、覚鱉城造営を再申請。三千の兵による征討を命ず。

  3.22 丁亥  伊治公呰麻呂反し、伊治城で陸奥按察使紀広純を殺害。

  3.28 癸巳  藤原継縄を征東大使、大伴益立と紀古佐美を副使に任ず。

  3.29 甲午  大伴真綱を陸奥鎮守副将軍、安倍家麻呂を出羽鎮狄将軍、大伴益立を陸奥守に任ず。

  4. 4 戊戌  大伴益立を従四位下に除す。

  5. 8 辛未  京庫と諸国の甲六百領を鎮狄将軍の所に送る。

 副将軍大伴益立、今月下旬の国府(多賀城)進軍を奏す（同年6.28条所引）。

  5.11 甲戌  出羽国の将軍と国司に渡島蝦夷に対する十分な賜饗を命ず。

  5.14 丁丑  坂東諸国と能登・越中・越後に糒三万斛の備えを命ず。

  5.16 己卯  征討に従軍する進士を広く募る。

  6. 8 辛酉  百済王俊哲を陸奥鎮守副将軍、多治比宇美を陸奥介に補任。

  6.28 辛酉  副将軍大伴益立に征東軍の進退動静について報告を求める。

  7.21 癸未  征東使、甲一千領を請う。尾張・三河等の五国に命じて軍所に運ばせる。

  7.22 甲申  征東使、襖四千領を請う。東海・東山の諸国に命じて造り送らせる。坂東軍士に九月五日の多賀城会集を命じる。

 八月廿日を期限とし、下総国に糒六千斛、常陸国に一万斛の軍粮運輸を命ず。

  8.14 丙午  軍粮運送により越前国大荒木忍山に叙位。

  9.23 甲申  藤原小黒麻呂を持節征東大使に任ず。

 10.22 壬子  征東使が今年の征討の中止を奏す（同年10.29条所引）。

 10.29 己未　 征東使を叱責。征討の実施、もしくは多賀玉作等城の防備強化と戦術の熟考を命ず。

 12.10 庚子  征東使が楯座、石澤、大菅屋、柳澤等の五道の経略を奏す。賊の要害、出羽国大室塞に対する防御を命ず。

 12.27 丁巳  苦戦に陥った鎮守副将軍百済王俊哲等を神力で救った桃生白河等郡の神十一社を幣社とす。

 天応元(781)   1. 1 辛酉  賊から来帰した百姓に復三年を与え、軍役に服した陸奥出羽諸国百姓の今年の田租を免ず。

  1.10 庚午  藤原小黒麻呂を陸奥按察使に任ず。

  1.15 乙亥  軍粮の進上により下総国印旛郡・常陸国那賀郡の大領に叙位。

  2.30 己未　 相模、武蔵、安房、上総、下総、常陸等国に命じて穀十万斛を陸奥国に回漕す。

  5. 7 乙丑  陸奥按察使藤原小黒麻呂を兵部卿に補任。

  5.27 乙酉  紀古佐美を陸奥守に補任。

  6. 1 戊子  軍を解散した征東使を叱責し、副使に状況報告のための入京を命じる。

  7.10 丁卯  藤原小黒麻呂を民部卿に補任。

  8.25 辛丑  藤原小黒麻呂入朝。正三位に除す。

  9. 8 癸亥  内蔵忌寸全成を陸奥守に補任。 

  9.22 丁丑  征夷の労を賞して副使以下に叙位叙勲を行う。

  9.26 癸亥  征東軍の逗留を追及し、大伴益立の位階を剥奪する。

 10.16 辛丑  軍粮を私送した尾張・相模・越後・甲斐・常陸等国の十二人に叙位。また、戦功者に叙勲。

 12. 1 乙酉  陸奥守内蔵全成を兼鎮守副将軍に補任。 

 延暦元(782)   2. 7 庚申  民部卿藤原小黒麻呂を陸奥按察使に補任。

  5. 3 乙酉  軍粮献上により下野国安蘇郡主帳や陸奥国人に叙位。

  5.12 甲午  奥郡百姓が来帰しないため復三年を与える。

  5.20 壬寅  陸奥国の申請により鹿島社に位封を授く。

  6.17 戊子  春宮大夫大伴家持を兼陸奥按察使鎮守将軍、入間広成を介、安倍墨縄を権副将軍に補任。 

 延暦 2(783)   4.15 辛酉  鎮所の将吏の横領・鎮兵私役等の不正を禁ず。

  6. 6 辛亥  坂東八国の散位の子、郡司子弟、浮宕から軍士に堪える者を選び、用兵の道を習わせる。

 11.12 乙酉  常陸介大伴弟麻呂を兼征東副将軍に任ず。 

 延暦 3(784)   2. 　己丑  大伴家持を持節征東将軍、文室与企を副将軍、入間広成・安倍猿島墨縄を軍監に任ず。

  3. 4 乙亥  軍粮の献上により丸子石虫に叙位。

 延暦 4(785)   1.15 辛亥  多治比宇美を陸奥守に補任。

  2. 7 壬申  長年の軍功により小田郡大領に叙位。

  2.12 丁丑  陸奥守多治比宇美を兼陸奥按察使鎮守副将軍に任ず。

  3. 9 甲辰  陸奥按察使多治比宇美に叙位。および彩帛・絁・綿などを賜う。

  4. 7 辛酉  陸奥按察使鎮守将軍大伴家持等の申請により 多賀・階上郡を真郡とす。

  5.20 甲寅  百済王英俊を陸奥鎮守権副将軍に補任。

  8.28 庚寅  大伴家持没。

  9.29 庚寅  百済王英俊を出羽守に補任。

 延暦 5(786)   8. 8 甲子  蝦夷を征すため佐伯葛城を東海道、紀楫長を東山道に遣わし、軍士と戎具を検閲す。

 延暦 6(787)   2. 5 庚申  佐伯葛城を陸奥介鎮守副将軍に補任。

  2.25 丁丑  佐伯葛城を下野守、藤原葛野麻呂を陸奥介、池田真枚を鎮守副将軍に補任。

閏5. 5 丁巳  陸奥鎮守将軍百済王俊哲を日向権介に左遷。

 延暦 7(788)   2.28 丙午  陸奥按察使多治比宇美を兼鎮守将軍、安倍猿島墨縄を副将軍に任ず。

  3. 2 庚戌  蝦夷を征するため陸奥国に軍粮35000余斛を下す。

 また、東海・東山・北陸等国に七月を期限とした陸奥国への糒23000余斛と塩の転送を命ず。

  3. 3 辛亥  東海・東山坂東諸国の歩騎52800余人を徴発し、来年三月を期限とした多賀城会集を命ず。

  3.21 己巳  多治比濱成、紀真人、佐伯葛城、入間広成を征東副使に任ず。

  7. 6 辛亥  紀古佐美を征東大使に任ず。

 12. 7 庚辰  征東大将軍紀古佐美、辞見す。

宝亀11～延暦7年（780～788）陸奥国主要事項年表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出典：『続日本紀』
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り
、
征
討
の
実
行
に
あ
っ
た
。
呰
麻
呂
の
按
察
使
殺
害
は
大
罪
で
あ
り
、
多
賀
城
の

失
陥
も
加
わ
っ
て
国
家
の
面
子
は
丸
潰
れ
で
あ
る
。
派
遣
し
た
征
東
軍
を
引
く
わ
け

に
は
い
か
な
い
。
多
賀
城
も
全
焼
は
免
れ
て
お
り
、
征
討
拠
点
と
し
て
機
能
が
可
能

と
み
た
こ
と
も
あ
ろ
う
。
迅
速
に
蝦
夷
を
叩
け
ば
復
興
は
後
か
ら
で
も
よ
い
）
11
（

。
し
か

し
、
現
地
の
征
東
軍
に
は
過
酷
で
あ
っ
た
。

本
来
、
こ
の
征
東
軍
は
陸
奥
介
鎮
守
副
将
軍
大
伴
真
綱
率
い
る
陸
奥
国
軍
と
多
賀

城
の
豊
富
な
軍
備
・
備
蓄
を
前
提
に
下
向
し
て
お
り
、
合
流
し
て
征
討
に
あ
た
る
は

ず
で
あ
っ
た
）
11
（

。
そ
れ
が
真
綱
等
の
逃
走
と
多
賀
城
の
火
災
で
大
き
く
齟
齬
し
て
い

る
。
真
綱
の
後
任
や
軍
備
・
備
蓄
の
補
充
を
命
じ
て
も
到
着
に
は
多
少
の
時
間
が
か

か
り
、
そ
れ
ま
で
は
携
行
し
た
装
備
・
兵
糧
で
軍
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
主
要
施
設
が
ほ
ぼ
全
焼
し
た
多
賀
城
の
修
復
も
必
要
だ
が
、
そ
の
準
備
も
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
頃
に
は
多
賀
城
以
北
の
城
柵
の
失
陥
も
判
明

し
て
お
り
）
11
（

、
そ
れ
ら
の
復
興
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
征
東
軍
に
は
難
題
が
山
積
み

で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
多
量
の
軍
士
・
軍
粮
が
届
い
て
も
か
え
っ
て
混
乱
し
た
か
も
し

れ
な
い
。
結
局
、
九
月
に
征
討
は
実
施
さ
れ
ず
、
同
廿
三
日
に
は
藤
原
小
黒
麻
呂
が

新
た
に
持
節
大
使
に
任
じ
ら
れ
た
。

こ
の
人
事
は
一
向
に
赴
任
し
な
い
征
東
大
使
藤
原
継
縄
の
更
迭
と
み
る
の
が
一
般

的
だ
が
、
前
述
の
よ
う
に
継
縄
は
名
目
的
な
大
使
の
可
能
性
が
あ
る
。
政
府
が
当
初

は
真
綱
等
の
逃
走
と
多
賀
城
の
火
災
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
可
能
性

は
一
層
高
い
。
呰
麻
呂
の
謀
反
は
重
大
事
件
で
は
あ
っ
た
が
、
政
府
は
状
勢
を
甘
く

み
て
い
た
）
11
（

。
し
か
し
、
事
態
の
深
刻
さ
が
判
明
し
、
動
か
な
い
征
東
軍
も
み
て
、
あ

ら
た
め
て
藤
原
小
黒
麻
呂
を
持
節
大
使
と
し
て
送
っ
た
と
考
え
る
。
当
然
、
持
節
副

使
大
伴
益
立
の
節
刀
は
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
ま
た
、
以
下
の
よ
う
に
副
使
も
解
任
さ

れ
、
征
東
使
上
層
部
の
人
事
が
刷
新
さ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
征
討
に
関
す
る
翌
天
応
元
年
九
月
二
二
日
の
論
功
行
賞
に
大
伴
益
立
は
見
え

ず
、
四
日
後
に
は
小
黒
麻
呂
の
功
績
と
対
照
の
う
え
「
由
是
、
更
遣
大
使
藤
原
小
黒

麻
呂
。
到
即
進
軍
、
復
所
亡
諸
塞
。
於
是
、
詔
、
責
益
立
之
不
進
、
奪
其
従
四
位
下
」

と
い
う
理
由
で
官
位
を
剥
奪
さ
れ
た
）
11
（

。
記
述
を
み
る
限
り
益
立
は
小
黒
麻
呂
赴
任
後

の
征
討
に
は
関
与
せ
ず
、
副
使
を
解
任
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
征
東
軍
の
副
使
は
当
初
は
益
立
と
紀
古
佐
美
だ
っ
た
が
、
同
年
六
月
一
日

勅
（
次
頁
史
料
D
）
に
は
内
蔵
全
成
と
多
犬
養
が
見
え
て
お
り
、
そ
れ
以
前
に
解
散

し
た
征
東
軍
に
関
し
て
ど
ち
ら
か
が
上
京
し
て
事
情
を
説
明
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
、
二
人
は
九
月
の
論
功
行
賞
で
叙
位
叙
勲
に
預
か
っ
て
お
り
、
征
討
で

功
績
が
あ
っ
た
の
が
明
ら
か
で
あ
る
。
問
題
は
彼
ら
の
副
使
補
任
の
時
期
だ
が
、
益

立
の
解
任
で
副
使
が
一
名
に
な
る
こ
と
、
二
人
が
征
討
に
従
軍
し
た
こ
と
、
後
述
の

よ
う
に
征
討
が
宝
亀
十
一
年
十
一
・
十
二
月
に
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
史

料
上
は
藤
原
小
黒
麻
呂
の
持
節
大
使
補
任
し
か
見
え
な
い
が
、
小
黒
麻
呂
の
赴
任
で

大
伴
益
立
が
節
刀
を
剥
奪
、
副
使
を
解
任
さ
れ
た
頃
か
、
若
干
遅
れ
た
補
任
が
考
え

ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
宝
亀
十
一
年
九
月
下
旬
か
ら
十
月
頃
に
征
東
使
上
層
部
の
人

事
が
刷
新
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
光
仁
天
皇
は
小
黒
麻
呂
の
到
着
後
と
み
ら
れ
る
十
月

廿
二
日
に
年
内
の
征
討
中
止
を
奏
し
た
征
東
使
に
対
し
、
そ
れ
ま
で
の
征
討
の
延

引
、
軍
の
逗
留
を
激
し
く
叱
責
し
、
征
討
の
実
施
も
し
く
は
「
多
賀
玉
作
等
城
」
の

防
御
の
強
化
と
戦
術
の
検
討
を
命
じ
て
い
る
。

【
史
料
C
】
宝
亀
十
一
年
十
月
己
未
条
（
廿
九
日
）

　

勅
征
東
使
、
省
今
月
廿
二
日
奏
状
知
、
使
等
延
遅
既
失
時
宜
。
将
軍
発
赴
久
経

日
月
、
所
集
歩
騎
数
万
餘
人
。
加
以
、
入
賊
地
期
、
上
奏
多
度
。
計
已
発
入
、
平

殄
狂
賊
。
而
今
奏
、
今
年
不
可
征
討
者
。
夏
称
草
茂
、
冬
言
襖
乏
。
縦
横
巧
言
、

遂
成
稽
留
。
整
兵
設
糧
、
将
軍
所
為
。
而
集
兵
之
前
、
不
可
弁
備
、
還
云
、
未
儲

城
中
之
粮
者
。
然
則
、
何
月
何
日
、
天
誅
賊
復
城
。
方
今
将
軍
為
賊
被
欺
。
所
以

緩
怠
致
此
逗
留
。
又
未
及
建
子
、
足
以
挙
兵
。
而
乖
勅
旨
、
尚
不
肯
入
。
人
馬
悉

痩
、
何
以
対
敵
。
良
将
之
策
、
豈
如
此
乎
。
宜
加
教
喩
、
存
意
征
討
。
若
以
今
月
、

不
入
賊
地
、
宜
居
多
賀
玉
作
等
城
、
能
加
防
御
、
兼
練
戦
術
。
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こ
の
勅
は
、
日
付
や
末
尾
近
く
の
文
言
「
宜
加
教
喩
、
存
意
征
討
」
か
ら
新
大
使

の
小
黒
麻
呂
に
向
け
た
勅
と
考
え
ら
れ
る
。
引
用
す
る
廿
二
日
の
奏
状
か
ら
み
て
、

恐
ら
く
現
地
の
征
東
使
・
官
人
の
意
見
や
多
賀
城
等
の
状
況
か
ら
征
討
の
延
期
に
考

え
が
傾
い
た
小
黒
麻
呂
に
対
し
、
大
伴
益
立
首
班
の
旧
征
東
使
を
激
し
く
非
難
す
る

こ
と
で
征
討
実
施
の
た
め
に
送
っ
た
彼
の
立
場
を
強
め
、
現
地
を
ま
と
め
さ
せ
た
と

思
わ
れ
る
。
光
仁
に
す
れ
ば
真
綱
等
の
逃
走
、
報
告
の
遅
滞
、
巧
言
を
弄
し
た
征
討

の
延
引
と
い
っ
た
臣
下
の
不
実
が
重
な
る
中
で
、
自
身
は
第
一
報
、
五
月
の
奏
上
、

七
月
の
請
等
の
機
会
ご
と
に
直
ち
に
対
処
し
、
予
定
通
り
征
東
軍
が
動
か
な
い
な
ら

人
事
も
刷
新
し
て
臨
ん
で
い
る
。
や
や
一
方
的
だ
が
、
征
討
実
施
の
方
針
は
一
貫
し

て
い
た
。
旧
征
東
使
へ
の
非
難
は
理
が
か
な
っ
て
お
り
、
こ
の
勅
は
小
黒
麻
呂
が
現

地
の
体
制
を
ま
と
め
る
う
え
で
強
力
な
後
ろ
盾
と
な
る
。
ま
た
、
こ
の
勅
で
は
必
ず

し
も
征
討
の
強
行
は
命
じ
て
い
な
い
。
今
月
中
に
進
軍
し
な
け
れ
ば
「
多
賀
玉
作
等

城
」
の
防
備
を
固
め
て
戦
術
を
練
る
こ
と
を
指
示
し
、
十
月
末
と
い
う
季
節
を
考
え

れ
ば
、
そ
れ
が
現
実
的
な
施
策
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
そ
の
た
め
に
は
失
陥
し
た
城

柵
と
失
地
の
回
復
が
前
提
と
な
る
。
こ
の
頃
に
は
当
初
の
見
込
み
と
異
な
る
厳
し
い

状
勢
に
光
仁
も
あ
る
程
度
は
気
付
い
て
お
り
、
小
黒
麻
呂
首
班
の
征
東
使
を
引
き
締

め
、
そ
れ
ら
の
確
保
と
強
化
を
必
須
の
課
題
と
し
て
命
じ
た
と
考
え
る
。

　

こ
の
勅
に
よ
り
征
東
軍
は
二
千
の
兵
で
楯
座
、
石
澤
、
大
菅
屋
等
の
五
道
を
経
略

し
て
道
を
塞
ぎ
、
逆
賊
の
要
害
と
の
間
を
絶
っ
た
。
さ
ら
に
光
仁
の
命
で
賊
の
要
害

の
出
羽
国
大
室
塞
と
の
間
も
防
御
し
た
。
楯
座
等
の
五
道
は
紀
広
純
の
覚
鱉
城
造
営

が
蝦
夷
の
寇
道
遮
断
を
目
指
し
た
点
か
ら
栗
原
郡
以
北
と
考
え
ら
れ
る
。
大
室
塞
は

出
羽
国
最
上
郡
に
あ
り
、
奥
羽
山
脈
越
え
の
道
筋
を
防
御
さ
せ
た
と
み
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
の
所
在
か
ら
大
崎
・
栗
原
地
方
の
確
保
が
図
ら
れ
て
い
る
。
十
一
・
十
二
月
に

行
わ
れ
た
軍
事
行
動
で
は
鎮
守
副
将
軍
百
済
王
俊
哲
が
桃
生
白
河
等
郡
の
神
の
力
で

窮
地
を
脱
し
、
十
二
月
廿
七
日
に
そ
れ
ら
十
一
社
が
弊
社
に
預
か
っ
た
。
ま
た
、
翌

天
応
元
年
正
月
元
旦
の
詔
で
は
、
蝦
夷
側
に
寝
返
っ
た
者
が
帰
参
し
た
な
ら
復
三
年

を
与
え
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
城
柵
・
失
地
の
回
復
に
成
果
が
出
て
き
た

こ
と
が
窺
わ
れ
、
少
な
く
と
も
大
崎
地
方
は
確
保
の
う
え）

12
（

、
城
柵
の
復
興
・
強
化
が

始
め
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
同
地
方
は
七
世
紀
以
来
の
支
配
実
績
を
持
つ
地
域
で
あ

る
。
ま
た
、
百
済
王
俊
哲
の
例
は
あ
る
が
、
小
規
模
な
集
団
に
よ
る
襲
撃
を
特
徴
と

す
る
蝦
夷
に
対
し
、
千
人
規
模
の
軍
で
軍
容
を
張
れ
ば
多
賀
城
と
同
じ
く
失
地
の
回

復
は
比
較
的
容
易
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

天
応
元
年
正
月
以
降
は
同
十
日
に
小
黒
麻
呂
の
陸
奥
按
察
使
補
任
、
十
五
日
に
軍

粮
献
上
に
よ
る
叙
位
の
記
事
が
あ
り
（
二
五
五
頁
年
表
）、
二
月
末
に
は
坂
東
の
東

海
道
諸
国
に
穀
十
万
斛
の
回
漕
を
命
じ
た
。
軍
粮
は
多
賀
城
以
北
の
城
柵
に
も
送
ら

れ
た
と
思
わ
れ
る
。
次
い
で
四
月
に
桓
武
天
皇
が
即
位
す
る
と
、
五
月
に
小
黒
麻
呂

を
兵
部
卿
、
紀
古
佐
美
を
陸
奥
守
と
し
た
が
、
こ
こ
ま
で
軍
事
行
動
を
示
す
記
事
は

み
え
な
い
。
前
年
の
成
果
と
軍
粮
の
補
充
を
受
け
て
、
主
に
城
柵
と
失
地
の
復
興
を

進
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
）
1（
（

。
と
す
れ
ば
、
次
の
段
階
は
そ
れ
ら
を
拠
点
と
し
て
軍

を
進
め
、
蝦
夷
側
の
要
害
を
衝
く
こ
と
だ
が
、
五
月
末
に
征
東
使
か
ら
届
い
た
奏
は

征
東
軍
の
解
散
報
告
と
征
東
使
の
凱
旋
を
請
う
も
の
で
あ
っ
た
。

【
史
料
D
】
天
応
元
年
（
七
八
一
）
六
月
戊
子
条
（
一
日
）

　

勅
参
議
持
節
征
東
大
使
兵
部
卿
正
四
位
下
兼
陸
奥
按
察
使
常
陸
守
藤
原
朝
臣
小

黒
麻
呂
等
曰
、
得
去
五
月
廿
四
日
奏
具
知
消
息
。
但
彼
夷
俘
之
為
性
也
、
蜂
屯
蟻

聚
、
首
為
乱
階
。
攻
則
奔
逃
山
藪
、
放
則
侵
掠
城
塞
。
而
伊
佐
西
古
、
諸
絞
、

八
十
嶋
、
乙
代
等
、
賊
中
之
首
、
一
以
当
千
。
鼠
逆
山
野
、
窺
機
伺
隙
、
畏
我
軍

威
、
未
敢
縦
毒
。
今
将
軍
等
、
未
斬
一
級
、
先
解
軍
士
。
事
已
行
訖
、
無
如
之
何
。

但
見
先
後
奏
状
、
賊
衆
四
千
餘
人
、
其
所
斬
首
級
僅
七
十
餘
人
、
則
遺
衆
猶
多
、

何
須
献
凱
旋
、
早
請
向
京
。
縦
有
旧
例
、
朕
不
取
焉
。
宜
副
使
内
蔵
忌
寸
全
成
、

多
朝
臣
犬
養
等
一
人
、
乗
駅
入
京
、
先
申
軍
中
委
曲
、
其
餘
者
待
後
処
分
。

征
東
使
に
よ
る
五
月
廿
四
日
の
奏
に
対
し
、
桓
武
天
皇
は
賊
首
を
一
人
も
斬
ら
ず
、

賊
衆
四
千
餘
人
の
う
ち
七
十
餘
人
を
斬
っ
た
程
度
の
征
東
使
の
凱
旋
を
却
下
し
た
う
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え
で
、副
使
の
内
蔵
全
成
、多
犬
養
の
う
ち
一
人
を
入
京
さ
せ
て
事
情
の
説
明
を
命
じ
、

他
の
者
は
処
分
待
ち
と
し
た
。
征
東
使
を
処
罰
対
象
と
み
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い

が
、
七
月
十
日
に
は
小
黒
麻
呂
が
陸
奥
按
察
使
見
任
の
ま
ま
民
部
卿
と
な
り
、
八
月

廿
五
日
に
は
入
朝
し
て
正
三
位
を
授
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
彼
は
五
月
に
兵
部
卿
に
任

じ
て
い
た
が
、
民
部
卿
補
任
時
に
は
藤
原
家
依
が
後
任
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、

七
月
上
旬
に
は
小
黒
麻
呂
の
中
央
政
界
復
帰
は
決
ま
っ
て
お
り
、
入
京
し
た
副
使
が

軍
の
解
散
、
陸
奥
国
の
状
況
等
を
詳
細
か
つ
上
手
に
弁
じ
た
と
み
ら
れ
る
。
昇
叙
後

の
九
月
八
日
に
は
内
蔵
全
成
を
陸
奥
守
に
任
じ
、
同
廿
二
日
に
は
副
使
以
下
の
征
東

使
・
陸
奥
国
官
人
を
褒
賞
、
翌
月
十
六
日
に
は
軍
粮
の
搬
送
や
戦
功
者
の
叙
位
叙
勲

が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
十
二
月
に
は
内
蔵
全
成
に
鎮
守
副
将
軍
を
兼
任
さ
せ
て
陸

奥
国
の
指
導
者
と
し
、
事
後
処
理
を
含
め
て
征
討
が
完
結
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
内
蔵
全
成
は
経
歴
や
陸
奥
守
へ
の
起
用
か
ら
み
て
、
桓
武
天
皇

の
勅
で
入
京
し
た
副
使
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
彼
は
天
平
勝
宝
六
・
七
年

（
七
五
四
・
七
五
五
）
に
大
学
少
属
、
天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
に
は
高
麗
に
遣

い
し
た
藤
原
河
清
の
送
迎
使
を
勤
め
た
あ
と
、
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
に
大
外
記
と

し
て
詔
書
の
考
勘
や
太
政
官
奏
文
の
勘
造
に
あ
た
り
、
宝
亀
五
・
十
年
に
は
新
羅
使

来
朝
の
由
を
問
う
使
と
な
っ
て
い
る
）
11
（

。
学
識
が
あ
り
、
交
渉
に
長
じ
た
文
官
で
、
宝

亀
五
年
の
新
羅
使
来
朝
で
は
四
ヶ
月
後
に
鎮
守
副
将
軍
と
な
る
紀
広
純
と
任
に
つ

き
、
広
純
を
知
る
人
で
も
あ
っ
た
。
武
官
や
地
方
官
の
経
験
は
乏
し
い
が
、
高
麗
と

の
外
交
で
は
漂
着
経
験
が
あ
り
、
耐
久
・
適
応
力
も
あ
る
。
陸
奥
守
退
任
後
は
大
蔵

大
輔
、
内
蔵
頭
を
歴
任
し
、
物
資
の
調
達
・
出
納
に
も
明
る
か
っ
た
ら
し
い
。

こ
の
全
成
が
副
使
だ
っ
た
の
は
桓
武
天
皇
へ
の
説
明
に
最
適
だ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
経
歴
か
ら
す
る
と
、
あ
る
い
は
当
初
か
ら
現
地
や
征
討
の
状
況
報
告
を
担
う
起

用
も
推
測
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
報
告
は
信
頼
性
が
高
い
。
説
明
は
前
述
の
大

伴
益
立
の
官
位
剥
奪
記
事
や
全
成
の
陸
奥
守
補
任
か
ら
み
て
、
益
立
首
班
と
小
黒
麻

呂
首
班
と
の
征
討
を
明
確
に
論
じ
分
け
る
と
と
も
に
、
荒
廃
し
た
多
賀
城
以
北
の
地

域
の
詳
細
な
状
況
と
城
柵
の
回
復
を
踏
ま
え
た
復
興
の
優
先
を
説
い
た
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
う
ち
復
興
は
今
後
の
陸
奥
守
の
仕
事
と
な
る
が
、
そ
の
任
に
は
現
地
の
実

情
を
知
り
、
復
興
の
優
先
を
説
い
た
者
が
適
任
で
あ
る
。
中
央
文
官
の
典
型
と
も
言

え
る
全
成
の
経
歴
の
中
で
大
国
の
守
・
武
官
へ
の
就
任
は
異
質
で
あ
り
、
特
別
な
理

由
が
考
え
ら
れ
る
。地
方
官
な
ら
同
じ
副
使
の
多
犬
養
の
ほ
う
が
経
験
値
も
あ
っ
た
）
11
（

。

以
上
か
ら
、
全
成
に
よ
る
桓
武
天
皇
へ
の
説
明
が
推
定
さ
れ
る
。

3
宝
亀
末
の
征
討
の
特
徴  

従
来
、
こ
の
征
討
に
つ
い
て
は
征
東
使
の
体
た
ら
く
を
責
め
た
り
、
賞
賜
の
実
施

に
不
可
思
議
さ
を
み
る
傾
向
が
あ
る
）
11
（

。
し
か
し
、
こ
れ
は
現
地
の
状
況
を
よ
く
知
る

官
人
と
征
討
の
実
施
に
こ
だ
わ
る
天
皇
と
の
考
え
方
に
相
違
が
あ
る
た
め
で
）
11
（

、
こ
の

征
討
で
は
そ
の
開
き
が
特
に
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
呰
麻
呂
の
謀
反

を
契
機
と
し
た
こ
と
、
蝦
夷
の
反
乱
に
よ
る
被
害
が
謀
反
が
起
き
た
栗
原
郡
か
ら
大

崎
地
方
を
越
え
て
多
賀
城
に
及
ぶ
規
模
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
た
め
実
情
の
把
握
・

報
告
に
遅
れ
や
不
足
が
生
じ
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
。

こ
の
征
討
は
後
の
桓
武
朝
の
征
討
の
よ
う
に
準
備
を
尽
く
し
た
計
画
的
な
実
施
で

は
な
い
。
突
発
事
態
（
謀
反
）
へ
の
対
処
で
あ
り
、
現
地
の
征
東
軍
に
は
臨
機
応

変
な
対
応
が
必
要
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
そ
こ
に
意
思
疎
通
の
難
し
さ
が
あ
る
。
次
い

で
、
被
害
の
大
き
さ
に
よ
る
情
報
伝
達
の
遅
れ
や
内
容
の
不
足
が
想
定
外
の
事
態
に

直
面
し
た
征
東
軍
と
都
の
天
皇
と
の
征
討
に
対
す
る
見
通
し
・
意
気
込
み
の
開
き
を

大
き
く
し
た
。
天
皇
が
多
賀
城
の
失
陥
を
知
っ
て
人
員
・
物
資
の
補
充
を
命
じ
た
の

は
征
東
使
の
出
発
か
ら
三
ヶ
月
後
で
あ
る
。そ
の
こ
ろ
征
東
軍
は
略
奪
さ
れ
尽
く
し
、

主
要
施
設
が
焼
失
し
た
多
賀
城
で
携
行
し
た
物
資
に
よ
り
軍
を
維
持
し
な
が
ら
国
府

の
復
旧
を
始
め
た
程
度
で
あ
っ
た
ろ
う
。
補
充
が
な
さ
れ
て
も
直
ち
に
征
討
に
立
つ

意
気
込
み
は
な
く
、
刷
新
さ
れ
た
征
東
使
で
す
ら
考
え
が
延
期
に
傾
い
た
。
ま
た
、

多
賀
城
以
北
の
城
柵
・
地
域
の
実
情
も
征
東
軍
が
多
賀
城
を
出
て
楯
座
等
五
道
を
経

略
し
、
そ
れ
ら
の
地
域
を
回
復
し
て
詳
細
が
明
確
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

人
災
・
天
災
を
問
わ
ず
、
被
害
が
大
き
い
ほ
ど
現
地
の
実
情
が
伝
わ
る
の
は
遅
く
、
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る
。
以
下
で
は
、
数
量
が
多
く
、
年
紀
を
持
つ
文
書
も
含
む
前
者
を
中
心
に
述
べ
る
。

Ｓ
Ｋ
一
一
〇
四
・
一
一
〇
五
の
漆
紙
文
書
は
漆
の
漉
し
紙
や
多
量
の
瓦
と
と
も
に

出
土
し
た
。
そ
の
出
土
に
立
会
い
解
読
・
報
告
に
あ
た
っ
た
平
川
南
氏
は
、
の
ち
に

文
書
の
内
容
と
年
代
、
政
庁
で
の
漆
作
業
を
中
心
に
再
検
討
を
し
て
い
る
）
11
（

。
氏
に
よ

る
と
文
書
に
は
請
求
文
書
、
貢
進
文
書
、
田
籍
様
文
書
の
ほ
か
「
征
東
使
」
の
語
句

を
含
む
断
簡
等
が
あ
る
。
年
紀
文
書
は
一
〇
点
で
、
宝
亀
十
一
年
九
月
～
延
暦
二

年
十
月
（
七
八
〇
～
七
八
三
）
の
文
書
七
点
と
宝
亀
十
一
年
、
宝
亀
・
延
暦
年
間
の

文
書
が
各
一
点
あ
る
。
そ
の
内
容
と
し
て
は
粮
穀
進
上
文
や
公
粮
請
求
文
な
ど
が
あ

り
、
田
籍
様
文
書
の
紙
背
利
用
も
み
ら
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、
氏
は
最
も
新
し
い
年

紀
文
書
に
注
目
し
て
政
庁
跡
の
漆
紙
文
書
は
延
暦
二
年
十
月
に
近
い
時
期
に
廃
棄
さ

れ
て
漆
の
蓋
紙
に
使
わ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
し
、
出
土
遺
構
や
多
量
の
瓦
・
土
器

と
の
共
伴
、漆
紙
の
漆
付
着
状
況
等
も
踏
ま
え
て
蓋
紙
へ
の
使
用
は
政
庁
内
の
造
営
、

す
な
わ
ち
政
庁
の
本
格
的
な
復
興
に
関
わ
る
漆
塗
り
作
業
に
伴
う
と
し
た
。

と
こ
ろ
で
『
多
賀
城
漆
紙
文
書
』
は
Ｓ
Ｋ
一
一
〇
四
・
一
一
〇
五
を
十
世
紀
後
半

か
ら
十
一
世
紀
に
か
け
て
の
瓦
溜
り
と
す
る
が
、
後
続
の
『
政
庁
本
文
編
』
で
は
両

遺
構
を
Ｓ
Ｋ
一
一
〇
四
土
壙
に
統
合
し
、
年
代
も
九
世
紀
前
半
頃
に
修
正
し
た
。
そ

の
経
緯
は
不
明
だ
が
、
恐
ら
く
前
書
で
は
文
書
と
遺
構
（
蓋
紙
と
し
て
の
廃
棄
）
の

年
代
に
二
百
年
前
後
と
い
う
少
々
信
じ
難
い
開
き
が
あ
る
た
め
の
再
検
討
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
そ
の
年
代
も
政
庁
の
復
興
と
は
乖
離
し
て
お
り
）
11
（

、
平
川
氏
も
再
検
討

を
促
し
て
い
る
。
ま
た
、
Ｓ
Ｋ
一
一
〇
四
は
火
災
に
よ
る
焼
土
・
炭
を
含
む
政
庁
第

Ⅲ
期
の
造
営
に
伴
う
第
（
次
整
地
層
の
範
囲
に
あ
る
が
、
両
書
と
も
整
地
層
と
の
関

係
に
触
れ
て
い
な
い
の
も
気
に
か
か
る
。

一
方
、
平
川
氏
の
見
解
は
概
ね
妥
当
と
思
う
が
、
論
述
の
重
点
が
遺
跡
・
遺
構
の

考
察
上
に
お
け
る
漆
紙
文
書
の
有
効
性
を
指
摘
す
る
点
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
た

め
多
賀
城
の
火
災
や
復
興
、
征
討
と
の
関
連
は
論
旨
の
展
開
上
で
個
別
に
あ
げ
ら
れ

る
に
留
ま
る
。
総
体
的
な
一
連
の
歴
史
像
の
構
築
に
は
及
ば
ず
、
呰
麻
呂
の
謀
反
や

多
賀
城
の
火
災
に
関
す
る
理
解
も
一
般
的
な
域
を
出
て
い
な
い
。
そ
こ
で
前
章
ま
で

内
容
も
不
足
し
が
ち
で
あ
る
。
征
東
軍
の
解
散
に
怒
っ
た
天
皇
と
そ
の
後
の
矛
盾
す

る
よ
う
な
賞
賜
か
ら
み
る
と
、
天
皇
が
実
情
を
す
べ
て
理
解
し
た
の
は
上
京
し
た
副

使
の
説
明
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
情
報
不
足
が
解
消
さ
れ
て
考
え
方
の
開
き
が

埋
ま
り
、
天
皇
は
態
度
を
改
め
て
征
東
軍
が
過
酷
な
状
況
下
で
も
一
定
の
成
果
を
収

め
た
点
を
評
価
し
、
賞
賜
を
行
っ
た
と
考
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
征
討
で
は
征
東
軍
派
遣
の
契
機
、
想
定
外
の
被
害
の
大
き

さ
と
そ
れ
に
よ
る
情
報
伝
達
の
不
足
が
征
東
軍
と
天
皇
と
の
考
え
方
の
差
を
よ
り
広

げ
た
。
ひ
い
て
は
征
東
軍
の
非
難
、
賞
賜
の
不
可
思
議
さ
が
目
立
つ
記
録
・
評
価
に

つ
な
が
っ
た
と
考
え
る
。

❸
多
賀
城
の
復
興

前
述
の
よ
う
に
、
多
賀
城
の
火
災
は
宝
亀
十
一
年
（
七
八
〇
）
五
月
下
旬
以
降
に

到
着
し
た
征
東
軍
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
。
国
府
兼
鎮
守
府
と
し
て
の
機
能
の
回

復
と
施
設
の
復
旧
は
そ
れ
以
降
で
あ
り
、
征
東
軍
が
ま
ず
手
が
け
、
そ
れ
か
ら
本
格

的
な
復
興
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
経
過
は
『
続
日
本
紀
』
等
の
史

料
で
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
多
賀
城
政
庁
跡
出
土
の
漆
紙
文
書
か
ら

窺
っ
て
み
た
い
。

1
政
庁
跡
出
土
漆
紙
文
書

①
政
庁
跡
の
漆
紙
文
書

『
多
賀
城
漆
紙
文
書
』
は
多
賀
城
跡
の
第
一
～
一
〇
三
号
漆
紙
文
書
を
収
め

て
い
る
）
11
（

。
そ
の
う
ち
政
庁
跡
の
文
書
は
第
Ⅱ
期
西
脇
殿
の
南
側
を
東
西
に
走
る

石
組
溝
が
西
辺
築
地
内
側
の
石
組
溝
と
T
字
（　

）
に
接
す
る
北
側
の
Ｓ
Ｋ

一
一
〇
四
・
一
一
〇
五
（
図
版
（
：
二
六
一
頁
）
出
土
の
第
一
～
八
九
号
、
そ
の

約
二
四
ｍ
南
の
焼
土
層
出
土
の
第
九
〇
～
九
五
号
が
あ
る
が
、
後
者
は
前
者
と
同

一
個
体
（
一
紙
）
も
し
く
は
一
連
の
文
書
を
含
み
、
一
括
的
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
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【
史
料
E
】
多
賀
城
跡
第
1
～
3
・
12
号
漆
紙
文
書

◎
第
1
号
漆
紙
文
書

　

 

〔
月
ヵ
〕　　
　
　
　
　

 　
〔
八
ヵ
〕

（ 　

九
日
盡
） 　

 

月
十
□
日
合
十
箇 

宝
亀
十
一
年
九
月
廿　

 

行
方
團
□
毅
上
毛
野
朝　

   

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（　

）
…
同
一
文
書
で
接
合
し
な
い
断
簡

◎
第
2
号
漆
紙
文
書

〔
言
ベ
ン
〕

者
□
使
□
郡
運
送

〔
粮
ヵ
〕

□
穀
郡
宜
承
知
始
来

〔
差
ヵ
〕

者
謹
依
符
旨
□
□

　
　

  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　宝

亀
十
一
年
九
月
十
七
日

（
自
署
）

磐
城
臣
千　
　
　
　

主
政
外

擬
主
政　
　

　
　
　
　

◎
第
3
号
漆
紙
文
書

郡
司
解　

申
進
上
兵
馬
馬
子
粮
米
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

馬
子
八
人
部
領
一
人
合　

を
踏
ま
え
て
漆
紙
文
書
に
あ
ら
た
め
て
注
目
し
、
復
興
の
経
緯
を
考
え
る
が
、
ま
ず

報
告
書
と
の
間
に
残
る
年
代
的
な
問
題
を
解
消
し
て
お
き
た
い
。                                                    

②
漆
紙
文
書
と
政
庁
の
復
興

Ｓ
Ｋ
一
一
〇
四
と
第
（
次
整
地
層
と
の
関
係
は
、
前
者
の
出
土
瓦
に
第
Ⅲ
期
の
軒

瓦
を
含
む
こ
と
か
ら
Ｓ
Ｋ
一
一
〇
四
が
新
し
い
。
年
紀
文
書
で
最
新
の
延
暦
二
年
十

月
の
文
書
が
整
地
層
に
覆
わ
れ
て
い
た
場
合
、
火
災
後
の
政
庁
で
は
三
年
半
以
上
を

経
て
ま
ず
漆
塗
り
作
業
を
行
い
、
そ
の
後
に
整
地
を
し
て
建
物
等
を
復
旧
し
た
こ
と

に
な
る
が
、そ
れ
で
は
Ｓ
Ｋ
一
一
〇
四
に
第
Ⅲ
期
の
軒
瓦
が
含
ま
れ
る
余
地
は
な
い
。

Ｓ
Ｋ
一
一
〇
四
が
第
（
次
整
地
層
に
覆
わ
れ
て
い
た
と
は
考
え
難
い
）
11
（

。

九
世
紀
前
半
頃
と
い
う
Ｓ
Ｋ
一
一
〇
四
の
年
代
は
、
出
土
し
た
土
器
が
多
賀
城
跡

の
C
群
土
器
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
。
ま
た
、
C
群
と
八
世
紀
末
頃
の
B
群
土
器
と

の
区
別
は
、
八
世
紀
以
前
の
非
ロ
ク
ロ
調
整
の
土
師
器
坏
類
の
有
無
に
よ
る
（
B

群=

有
、
C
群=

無
）。
し
か
し
、
Ｓ
Ｋ
一
一
〇
四
の
土
師
器
坏
類
は
図
化
も
で
き

な
い
僅
か
五
点
の
破
片
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
う
ち
（
点
は
摩
滅
が
著
し
い
う
え
に
底
部

の
特
徴
も
不
明
で
あ
る
。
資
料
の
少
な
さ
や
状
態
の
悪
さ
か
ら
す
れ
ば
、
C
群
土
器

と
言
い
切
る
の
は
難
し
い
。
一
方
、
図
化
さ
れ
た
須
恵
器
坏
・
埦
類
は
口
径
に
対
す

る
底
径
の
比
率
が
や
や
大
き
い
器
形
を
呈
す
も
の
で
）
12
（

、
む
し
ろ
八
世
紀
に
遡
る
特
徴

が
み
ら
れ
る
。
ほ
か
に
九
世
紀
に
確
実
に
く
だ
る
資
料
も
な
い
。
従
っ
て
、
Ｓ
Ｋ

一
一
〇
四
出
土
土
器
は
C
群
に
限
定
せ
ず
に
B
・
C
群
と
し
て
年
代
幅
を
と
り
、
須

恵
器
の
特
徴
か
ら
古
い
様
相
を
示
す
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
Ｓ

Ｋ
一
一
〇
四
は
八
世
紀
末
に
遡
る
余
地
を
も
つ
。
漆
紙
文
書
を
復
興
期
の
遺
物
と
み

る
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
。

2
政
治
的
機
能
の
回
復
と
復
興
期
の
様
相

①
政
治
的
機
能
の
回
復

火
災
で
主
要
施
設
は
ほ
ぼ
全
焼
し
た
が
、
征
東
軍
の
到
着
で
多
賀
城
の
政
治
的
機

能
は
比
較
的
早
く
回
復
し
た
。
そ
れ
を
示
す
漆
紙
文
書
に
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
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SB1151
SB175

石組溝

SK1104

SK1105

SB172

西辺築地

西脇殿付近遺構配置図

第Ⅱ期：天平宝字 6年（762）～宝亀 11 年（780）

第Ⅲ－2期：延暦 4年（783：私見）～貞観 11 年（869）

第Ⅲ－2期第Ⅲ－1期第Ⅱ期

図版 3　漆紙文書出土遺構と第Ⅱ・Ⅲ期政庁

0 50m

（S=1/2,000）

0 10m

（S=1/400）

★
SK1104

図版３ 漆紙文書出土遺構と第Ⅱ・Ⅲ期政庁
前掲図版 （ 報告書 PL8。宮城県多賀城跡調査研究所『多賀城跡―発掘調査
のあゆみ （0（0―』， （0（0 年，8 頁。『年報 （0（（』図版 （5 から作成。
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斛
貳
斗
貳
升  

〔
起
ヵ
〕     〔
廿
ヵ
〕    

〔
廿
ヵ
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

□
九
月
□
日
迄
□
九
日
〔

長
大
伴
部
廣
椅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宝
亀
十
一
年

〔
田
ヵ
〕（
自
署
）

□
□

◎
第
12
号
漆
紙
文
書

〔
所
ヵ
〕

□
解　

申
請
粮
事〔

役
ヵ
〕

□
物
□　
　

 
人

□
人

〔
四
ヵ
〕 

　

□
□

〔
九
ヵ
〕

宝
亀
十
一
年
□
月  

     

日　
　
　
　
　

こ
れ
ら
は
宝
亀
十
一
年
九
・
十
月
の
粮
関
係
の
文
書
で
あ
る
。
軍
士
の
参
集
期

限
（
九
月
五
日
）
後
も
征
東
軍
が
多
賀
城
に
止
ま
っ
て
い
た
時
の
も
の
で
、
第
（
号

は
多
賀
城
に
上
番
し
た
と
み
ら
れ
る
行
方
団
軍
毅
の
公
粮
請
求
文
で
あ
る
。
食
料
自

弁
の
軍
団
員
に
よ
る
請
求
は
、
勤
務
で
）
1（
（

陸
奥
国
の
軍
団
に
動
員
が
か
か
っ
て
い
た
た

め
と
考
え
ら
れ
る
。
第
（
号
は
磐
城
郡
司
が
粮
穀
を
多
賀
城
に
運
ん
だ
文
書
で
、
多

賀
城
の
被
災
を
踏
ま
え
れ
ば
失
わ
れ
た
備
蓄
や
征
東
軍
に
供
す
る
軍
粮
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
れ
は
符
旨
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
某
郡
司
が
兵
馬
馬
子
の
粮
米
を
進
上
し
た

第
（
号
文
書
も
参
照
す
れ
ば
、
九
月
中
旬
以
前
に
多
賀
城
以
南
の
諸
郡
に
軍
粮
の
進

上
を
命
じ
る
国
符
が
発
せ
ら
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
第
（（
号
は
某
所
の

公
粮
請
求
文
で
あ
る
。
某
所
が
城
内
の
部
署
か
は
不
明
だ
が
、
粮
関
係
の
部
署
以
外

に
も
機
能
し
て
い
た
部
署
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
漆
紙
文
書
に
よ
れ
ば
、
征
東
軍
到
着
四
ヶ
月
後
の
九
月
前
後
頃
に
は
国

と
郡
・
軍
団
、
国
と
被
官
の
部
署
と
の
間
で
粮
の
進
上
や
支
給
、
兵
馬
馬
子
の
動
員

な
ど
に
つ
い
て
文
書
に
よ
る
伝
達
が
行
わ
れ
て
い
た
。
特
に
粮
の
進
上
に
関
す
る
文

書
は
「
未
儲
城
中
之
粮
者
」
と
す
る
征
東
使
の
奏
状
（
史
料
C
：
二
五
六
頁
）
を
彷

彿
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
頃
に
は
征
討
や
多
賀
城
の
復
旧
な
ど
を
中

心
に
陸
奥
国
の
政
治
的
機
能
は
あ
る
程
度
回
復
し
て
い
た
。
そ
れ
は
前
述
し
た
よ
う

に
火
災
を
免
れ
た
官
衙
・
施
設
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
）
11
（

、
征
東
軍
は
そ
れ
ら
を
利
用

し
た
と
み
ら
れ
る
。
次
に
、
焼
失
し
た
施
設
の
復
旧
に
つ
い
て
政
庁
を
中
心
に
考
え

て
み
た
い
。

②
復
興
期
の
様
相

火
災
を
免
れ
た
官
衙
・
施
設
も
あ
る
が
、
国
家
の
威
光
を
示
す
主
要
施
設
が
ほ
ぼ

全
焼
し
た
様
子
は
律
令
官
人
に
す
れ
ば
や
は
り
惨
状
と
言
っ
て
よ
い
。
復
興
に
あ
た

り
、
政
庁
で
は
直
ち
に
本
格
的
な
総
瓦
葺
き
礎
石
式
の
四
面
廂
付
正
殿
の
再
建
を
進

め
た
が
、
他
の
建
物
は
位
置
を
ず
ら
し
て
掘
立
式
の
仮
設
建
物
が
建
て
ら
れ
た
（
前

頁
図
版
（
）。
調
査
報
告
書
で
は
仮
設
建
物
か
ら
な
る
政
庁
を
第
Ⅲ
︱
（
期
、
す
べ

て
の
建
物
が
礎
石
式
総
瓦
葺
き
で
再
建
さ
れ
た
政
庁
を
第
Ⅲ
︱
（
期
と
す
る
）
11
（

。

と
こ
ろ
で
、
大
別
に
よ
る
第
Ⅰ
～
Ⅳ
期
の
政
庁
遺
構
期
は
城
内
各
地
区
の
遺
構

を
み
る
際
に
も
概
ね
有
効
だ
が
、
細
分
し
た
小
期
ま
で
は
必
ず
し
も
対
応
し
な
い
。

例
え
ば
、
掘
立
式
の
仮
の
施
設
は
外
郭
東
門
や
城
前
官
衙
に
は
あ
る
が
、
外
郭
南
門
・

西
門
で
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ら
の
本
格
的
再
建
は
直
ち
に
始
め
ら
れ
た
可

能
性
と
、
多
少
放
置
し
た
後
に
手
が
付
け
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
火
災
を

免
れ
た
第
Ⅱ
期
の
施
設
は
、
当
座
は
そ
の
ま
ま
使
っ
た
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

従
っ
て
、
政
庁
第
Ⅲ
︱
（
期
の
城
内
に
は
暫
定
的
な
仮
の
施
設
、
本
格
的
に
再
建
さ
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【
史
料
F
】
多
賀
城
跡
第
5
～
8
・
11
号
漆
紙
文
書

◎
第
5
号
漆
紙
文
書

（  

斛
三
斗　

 

）

書
生
二
人　

膳
部

廿
一
日
盡
廿
九
日
合
九
箇
日
粮　
　
　
　
　
　
　
　

天
応
元
年
五
月
十
八
日
書
生

厨

◎
第
6
号
漆
紙
文
書

・　

合
十
□
□
粮
請

 〔
書
生
ヵ
〕

　
　

応
元
年
五
月
九
日
□
□

　
　

書
生
生
部
益
人

    

　
　
（
別
筆
ヵ
）「
十
三
日

　
　

掾
安
倍
朝
臣

　
　
　
（
自
署
ヵ
）

　
　

真
□
」

れ
た
施
設
、
焼
失
を
免
れ
た
施
設
、
焼
失
後
放
置
な
ど
の
状
況
が
混
在
し
、
漸
次
的

な
第
Ⅲ
︱
（
期
へ
の
移
行
が
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
な
か
で
征
東
軍
が
第
一
に
取
組
ん
だ
の
は
仮
の
施
設
が
構
築
さ
れ
た
政
庁
、

城
前
官
衙
、
外
郭
東
門
と
考
え
る
。
仮
の
施
設
の
構
築
は
、
そ
の
場
の
早
期
復
旧
が

必
要
だ
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
政
庁
は
国
府
兼
鎮
守
府
多
賀
城
の
中
枢
で
あ
り
、
城

前
官
衙
は
政
庁
に
次
ぐ
格
式
を
持
ち
、
鎮
守
府
の
文
書
も
扱
っ
て
い
た
官
衙
で
あ
る
）
11
（

。

ま
た
、
外
郭
東
門
は
南
正
面
の
南
門
に
比
べ
れ
ば
格
式
が
低
い
が
、
以
前
に
指
摘
し

た
よ
う
に
養
老
四
年
の
蝦
夷
反
乱
後
の
創
建
時
か
ら
多
賀
城
で
最
も
防
衛
す
べ
き
外

郭
線
は
東
辺
で
あ
っ
た
）
11
（

。
火
災
も
東
門
付
近
で
は
顕
著
で
あ
る
。
反
乱
後
の
造
営
と

い
う
同
じ
状
況
下
に
お
い
て
外
郭
線
で
は
東
辺
の
機
能
回
復
を
優
先
し
、
仮
設
の
東

門
で
開
口
部
を
閉
じ
て
早
急
に
防
御
を
固
め
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
仮
の
施
設
は

掘
立
式
の
建
物
や
材
木
塀
で
あ
り
、
本
格
的
に
復
興
さ
れ
た
第
Ⅲ
︱
（
期
の
施
設
よ

り
小
規
模
で
柱
穴
が
小
さ
い
）
11
（

。
構
築
は
比
較
的
容
易
で
早
期
復
旧
が
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
政
庁
で
は
正
殿
を
当
初
か
ら
本
格
的
な
四
面
廂
付
建
物
と
し
て
再

建
し
た
た
め
、
ほ
か
の
建
物
を
仮
設
し
て
も
正
殿
の
竣
工
ま
で
は
政
庁
と
し
て
機
能

し
な
い
。
政
庁
の
復
旧
に
は
多
少
の
時
間
が
か
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
復

興
に
要
し
た
時
間
を
み
る
目
安
と
し
て
第
Ⅲ
︱
（
・
（
期
政
庁
の
竣
工
年
代
を
検
討

し
た
い
。

3
政
庁
の
竣
工

①
第
Ⅲ
―
1
期
政
庁
の
竣
工

五
月
下
旬
以
降
の
征
東
軍
到
着
後
、
陸
奥
国
の
政
治
的
機
能
は
火
災
を
免
れ
た
施

設
を
利
用
し
て
九
月
前
後
頃
に
は
多
少
回
復
し
て
い
た
が
、
惨
状
の
実
態
を
知
ら
な

か
っ
た
征
東
軍
に
再
建
の
準
備
は
な
い
。
惨
状
を
報
告
し
、
光
仁
天
皇
が
補
充
を
命

じ
た
の
も
七
月
下
旬
で
あ
り
、
粮
の
搬
送
期
限
は
八
月
廿
日
で
あ
っ
た
。
九
月
頃
で

は
焼
失
し
た
施
設
の
後
始
末
や
仮
の
施
設
の
構
築
は
で
き
て
も
、
本
格
的
な
正
殿
の

竣
工
は
無
理
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
さ
ら
に
、
十
一
・
十
二
月
に
は
城
中
の
粮
が

乏
し
い
に
も
拘
わ
ら
ず
光
仁
の
厳
命
に
よ
っ
て
征
討
を
行
っ
て
お
り
、
政
庁
再
建
に

ど
の
程
度
取
組
め
た
か
は
疑
わ
し
い
。
第
Ⅲ
︱
（
期
政
庁
の
竣
工
は
早
く
て
も
軍
事

行
動
が
多
少
落
ち
着
い
た
翌
天
応
元
年
以
降
と
推
定
さ
れ
る
。

②
漆
紙
文
書
か
ら
み
た
第
Ⅲ
―
2
期
政
庁
の
竣
工

第
Ⅲ
︱
（
期
政
庁
の
竣
工
に
つ
い
て
は
政
庁
跡
漆
紙
文
書
の
年
紀
が
注
目
さ
れ

る
。
前
掲
史
料
E
以
外
の
年
紀
文
書
に
は
天
応
元
年
と
延
暦
二
年
の
も
の
が
あ
る
。
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・（
漆
面
）

　

絛
七
里
大
□
田

　

絛

　

絛　
　

田

　

絛
□
□
田

　

絛
□
里
□

　

絛

◎
第
7
号
漆
紙
文
書

□
連
立

延
暦
二
年
十
月
廿
八
日

◎
第
8
号
漆
紙
文
書

 

〔
使
ヵ
〕　      

 
 〔

道
ヵ
〕    

・
□
三
枝
部
山
□
所
進

胡
祿
四
百
枚

鞆
一
百
巻

　

者
而
無
解
文

　

四
日

・（
漆
面
）

〔
天
応
元
ヵ
〕

 

□
□

◎
第
45
号
漆
紙
文
書

延
暦
二
年
六

ア
年
紀
の
あ
る
漆
紙
文
書

天
応
元
年
五
月
の
第
5
・
6
号
文
書
は
征
東
使
が
凱
旋
を
奏
す
る
直
前
頃
の
公
粮

請
求
文
で
あ
る
。
第
6
号
に
は
書
生
、
厨
の
官
人
と
み
ら
れ
る
者
の
署
名
と
別
筆
で

掾
の
自
署
が
あ
り
、
城
内
で
の
書
生
の
実
務
と
厨
に
よ
る
給
食
が
確
認
で
き
る
。
第

8
号
で
は
漆
面
に
天
応
元
年
の
年
紀
が
あ
る
。
裏
は
武
具
の
貢
進
文
で
、
当
時
の
状

況
か
ら
推
せ
ば
年
紀
文
書
は
紙
背
利
用
の
可
能
性
が
高
い
。
一
方
、
延
暦
二
年
の
第

7
号
は
十
月
廿
八
日
、
第
（5
号
は
六
月
某
日
の
文
書
で
あ
る
。
と
も
に
内
容
は
不
明

だ
が
、
前
者
は
文
書
末
尾
と
み
ら
れ
る
断
簡
で
最
も
新
し
い
年
紀
文
書
で
あ
る
。

前
掲
史
料
E
も
含
め
る
と
、
年
紀
文
書
は
平
川
氏
の
指
摘
）
11
（

ど
お
り
宝
亀
十
一
年
～

延
暦
二
年
と
い
う
短
い
期
間
で
ま
と
ま
っ
て
い
る
。
月
ま
で
み
れ
ば
、
政
庁
で
は
延

暦
二
年
十
月
を
絶
対
的
な
上
限
と
し
、
そ
れ
か
ら
比
較
的
近
い
時
期
に
漆
塗
り
作
業

が
行
わ
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
そ
れ
ま
で
は
復
興
期
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
出
土
遺

構
や
共
伴
し
た
遺
物
も
加
え
て
漆
作
業
が
行
わ
れ
た
頃
の
様
子
と
第
Ⅲ
︱
（
期
政
庁

竣
工
の
年
代
を
考
え
た
い
。

イ
出
土
遺
構
と
共
伴
し
た
遺
物

前
述
の
と
お
り
、
漆
紙
文
書
が
出
土
し
た
Ｓ
Ｋ
一
一
〇
四
は
第
Ⅱ
期
西
脇
殿
南
側

の
石
組
溝
が
西
辺
築
地
内
側
の
石
組
溝
と
Ｔ
字
（　

）
に
接
す
る
北
側
に
あ
り
（
図

版
（
：
二
六
一
頁
）、
第
Ⅲ
期
政
庁
の
造
営
に
伴
う
第
（
次
整
地
層
よ
り
新
し
い
。

西
側
で
は
整
地
層
が
石
組
溝
を
埋
め
て
お
り
、
そ
の
上
面
で
は
第
Ⅲ
期
西
辺
築
地
の

寄
柱
礎
石
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
石
組
溝
に
接
し
て
掘
ら
れ
た
Ｓ
Ｋ
一
一
〇
四
の
位

置
か
ら
み
れ
ば
、
漆
紙
の
廃
棄
時
に
は
第
Ⅲ
期
の
築
地
が
す
で
に
築
か
れ
、
西
脇
殿

も
建
ち
上
が
っ
て
い
た
状
況
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
漆
紙
文
書
は
軒
瓦
四
八
点
を

含
む
多
量
の
瓦
と
共
伴
し
た
。Ｓ
Ｋ
一
一
〇
四
は
当
初
は
瓦
溜
ま
り
と
さ
れ
て
お
り
）
11
（

、

多
量
の
瓦
の
廃
棄
は
建
物
の
建
替
え
等
に
よ
る
大
規
模
な
造
営
を
示
す
。
出
土
土
器

か
ら
み
た
遺
構
の
年
代
は
八
世
紀
末
頃
～
九
世
紀
前
半
頃
で
も
古
く
、
そ
の
間
の
大

規
模
な
造
営
は
第
Ⅲ
︱
（
期
の
本
格
的
な
政
庁
の
造
営
以
外
に
は
な
い
。
出
土
し
た

軒
瓦
も
大
部
分
は
第
Ⅰ
・
Ⅱ
期
の
瓦
で
あ
る
（
九
一
・
七
%
）。
た
だ
、
第
Ⅲ
期
の
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軒
瓦
も
四
点
含
む
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、

政
庁
内
に
お
け
る
瓦
葺
き
の
作
業
が
考
え

ら
れ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
て
漆
紙
文
書
廃
棄
時
の

政
庁
の
様
子
を
想
定
す
る
と
、
第
（
次
整

地
層
後
に
築
か
れ
た
築
地
の
内
側
に
お
い

て
、
新
た
に
焼
成
し
た
第
Ⅲ
期
の
瓦
と
転

用
可
能
な
第
Ⅰ
・
Ⅱ
期
の
瓦
が
葺
か
れ
始

め
た
本
格
的
な
礎
石
式
建
物
が
建
ち
並
ぶ

と
と
も
に
、
建
物
等
の
内
・
外
装
の
必
要

箇
所
で
漆
塗
り
の
作
業
が
行
わ
れ
、
不
要

に
な
っ
た
瓦
や
漆
の
蓋
紙
な
ど
を
築
地
の

近
く
に
堀
っ
た
穴
に
廃
棄
し
て
い
る
状
況

が
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
様
子
は
竣
工
間
近

の
最
終
段
階
に
あ
る
政
庁
を
窺
わ
せ
る
。　

ウ
竣
工
の
年
代

漆
紙
の
廃
棄
を
第
Ⅲ
︱
（
期
政
庁
の
竣

工
間
近
と
す
る
と
、
竣
工
は
第
7
号
文
書

の
延
暦
二
年
十
月
末
を
上
限
と
し
た
比
較

的
近
い
頃
と
な
る
。
見
方
を
変
え
れ
ば
、

宝
亀
十
一
年
三
月
末
～
四
月
初
め
頃
の
火

災
か
ら
三
年
半
余
り
を
経
て
も
政
庁
は
竣

工
し
て
い
な
か
っ
た
）
11
（

。
竣
工
の
時
期
に
つ

い
て
、
文
書
が
漆
の
蓋
紙
に
使
わ
れ
る
ま

で
の
保
存
に
も
着
目
し
て
さ
ら
に
検
討
し

た
い
。　

律
令
制
下
で
の
公
文
書
の
保
存
期
間

は
、
永
久
保
存
（
詔
・
勅
・
奏
案
、
考
案
、
補
官
・
解
官
案
な
ど
）
や
戸
籍
の
よ
う

な
長
期
保
存
（
三
〇
年
。
庚
午
年
籍
は
永
久
保
存
）
が
規
定
さ
れ
た
も
の
以
外
は
三

年
で
あ
る
）
12
（

。
し
か
し
な
が
ら
、長
岡
京
木
簡
を
検
討
し
た
今
泉
隆
雄
氏
に
よ
る
と
）
1（
（

『
延

喜
式
』
で
は
三
年
（
調
庸
帳
・
死
亡
帳
・
俘
囚
帳
・
租
目
録
帳
・
租
損
益
帳
な
ど
）

を
基
本
と
し
つ
つ
も
十
年
（
官
舎
帳
・
池
溝
帳
）、
六
年
（
大
帳
・
宮
内
省
被
官
諸

司
考
選
文
な
ど
）、
一
年
（
雑
任
帳
）
の
文
書
を
設
け
、
文
書
の
重
要
性
や
内
容
か

ら
年
限
を
定
め
て
い
た
。
た
だ
し
、
請
飯
文
書
の
よ
う
な
日
常
的
な
文
書
木
簡
は
嵩

張
る
こ
と
も
あ
る
た
め
年
度
単
位
（
八
月
～
翌
七
月
）
で
集
積
し
、
集
計
・
目
録

作
成
の
の
ち
短
時
日
で
廃
棄
さ
れ
た
と
し
、
作
成
か
ら
廃
棄
ま
で
の
期
間
を
長
く
て

も
一
年
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
こ
で
年
紀
と
内
容
が
わ
か
る
政
庁
跡
漆
紙
文
書
を
み
る
と
、
宝
亀
十
一
年
九

月
と
天
応
元
年
五
月
の
公
粮
請
求
文
が
（
点
（
史
料
E
：
第
（
・
（（
号
、
史
料
F
：

第
5
・
6
号
）、
宝
亀
十
一
年
九
月
頃
の
粮
の
進
上
文
が
（
点
（
史
料
E
：
第
（
・

（
号
）
あ
り
、
田
籍
様
文
書
の
紙
背
に
書
か
れ
た
第
6
号
以
外
は
い
ず
れ
も
紙
背
利

用
が
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
文
書
の
保
存
・
保
管
を
考
え
る
と
、
公
粮
請
求
文

は
長
岡
京
木
簡
を
参
考
と
す
れ
ば
、
宝
亀
十
一
年
八
月
～
天
応
元
年
七
月
ま
で
の

文
書
を
一
括
し
た
集
計
・
目
録
の
作
成
後
は
必
ず
し
も
保
存
の
必
要
は
な
い
（
表

（
）。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
は
紙
文
書
で
あ
る
た
め
廃
棄
さ
れ
ず
、
天
応
元
年
八
月

以
降
は
紙
背
利
用
等
の
た
め
の
保
管
が
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
粮
の
進
上
文
は
貢
進

文
と
い
う
性
格
か
ら
す
れ
ば
『
延
喜
式
』
に
お
け
る
調
庸
帳
や
租
目
録
・
損
益
帳
と

同
じ
三
年
の
保
存
を
み
る
の
が
一
応
無
難
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
宝
亀
十
一
年
八

月
～
天
応
元
年
七
月
ま
で
の
貢
進
文
と
一
括
保
存
さ
れ
、
三
年
後
の
延
暦
三
年
八

月
に
再
利
用
が
可
能
と
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
最
も
新
し
い
延
暦
二
年
十
月
末
の
第
7
号
は
内
容
が
不
明
で
あ
る
。

年
紀
一
行
前
の
「 

□
連
立 

」
を
人
名
と
す
れ
ば
、
公
粮
請
求
文
よ
り
は
貢
進

文
や
解
文
な
ど
の
可
能
性
が
あ
る
が
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
た
め
保
存
期
間
の

設
定
も
難
し
い
が
、
集
計
・
目
録
の
作
成
を
考
え
れ
ば
少
な
く
と
も
延
暦
三
年
八
月

天応元年8月
（1年以上）

延暦元年8月
（2年以上）

延暦2年8月
（3年以上）

延暦3年8月
（4年以上）

延暦4年8月
（5年以上）

延暦5年8月
（6年以上）

延暦6年8月
（7年以上）

第1号宝亀11年9月公粮請求文

文書保存 集計・目録作成
再利用可（保管）

第12号宝亀11年9月公粮請求文

第5号天応元年5月公粮請求文

第6号天応元年5月公粮請求文

第2号宝亀11年9月粮穀進上文 集計・目録作成
文書保存 再利用可（保管）

再利用可（保管）

第3号宝亀11年9月以降粮米請求文

第45号延暦2年6月内容不詳文書 文書保存 集計・目録作成
文書保存

文書保存 集計・目録作成
文書保存

再利用可
（保管）第7号延暦2年10月内容不詳文書

表１　年紀文書の保存・保管と蓋紙への転用

※ 実線は確実な保存・保管。点線は蓋紙への転用。（　　）は火災からの年数

文書保存
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ま
で
は
廃
棄
さ
れ
な
い
。
そ
の
う
え
で
基
本
的
な
三
年
の
保
存
を
み
る
と
再
利
用
で

き
る
の
は
延
暦
六
年
八
月
以
降
と
な
る
が
、
そ
れ
で
は
政
庁
の
再
建
に
七
年
以
上
を

費
や
し
た
こ
と
に
な
り
、
現
実
性
が
乏
し
い
。
短
時
日
で
廃
棄
さ
れ
る
公
粮
請
求
文

に
延
暦
年
間
の
も
の
が
な
い
こ
と
も
疑
問
と
な
ろ
う
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
政

庁
跡
漆
紙
文
書
に
は
紙
背
利
用
が
少
な
い
と
い
う
平
川
氏
の
指
摘
で
あ
る
）
11
（

。

政
庁
跡
漆
紙
文
書
で
紙
背
利
用
が
み
え
る
の
は
個
体
数
八
七
点
（
註
（
（6
）
参
照
）

の
う
ち
一
一
点
に
す
ぎ
ず
（
一
二
・
六
%
）、
そ
れ
は
紙
背
利
用
よ
り
も
漆
の
蓋
紙
へ

の
転
用
が
優
先
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
政
庁
で
の
漆
作
業
の
た
め

に
多
量
の
紙
が
必
要
と
な
り
、
紙
背
利
用
を
待
つ
紙
は
も
ち
ろ
ん
、
保
存
期
間
の
満

た
な
い
文
書
も
集
め
た
と
み
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
漆
作
業
の
時
期
は
最
も
新
し
い

第
7
号
の
年
紀
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
年
度
単
位
の
集
計
・
目
録
作
成
と
い
う

文
書
実
務
の
手
順
を
踏
め
ば
、
第
7
号
の
転
用
は
延
暦
三
年
八
月
以
降
で
あ
る
。
興

味
深
い
こ
と
に
、
そ
の
年
限
に
は
粮
の
進
上
文
（
第
（
・
（
号
）
の
再
利
用
も
可
能

と
な
る
。
さ
ら
に
、
第
7
号
が
延
暦
六
年
八
月
（
保
存
三
年
）
以
降
の
再
利
用
で
は

復
興
期
間
が
長
す
ぎ
る
こ
と
も
考
慮
す
る
と
、
第
Ⅲ
︱
（
期
政
庁
の
竣
工
は
延
暦
三

年
八
月
を
上
限
と
し
た
延
暦
三
年
後
半
～
延
暦
四
年
頃
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ

で
延
暦
三
年
前
後
の
陸
奥
国
の
状
況
も
み
て
み
た
い
。

❹
延
暦
三
年
前
後
の
陸
奥
国                                            

延
暦
三
年
前
後
の
陸
奥
国
に
つ
い
て
は
征
東
使
の
任
命
、
上
層
部
官
人
の
異
動
、

多
賀
・
階
上
郡
の
真
郡
化
な
ど
の
記
事
が
あ
る
（
二
五
五
頁
年
表
）。

①
征
東
使
の
任
命

征
東
使
の
任
命
は
第
7
号
文
書
に
お
け
る
政
庁
竣
工
の
絶
対
的
な
上
限
（
延
暦
二

年
十
月
末
）
の
直
後
か
ら
み
え
る
。
同
年
十
一
月
に
大
伴
弟
麻
呂
が
征
東
副
将
軍
、

翌
三
年
二
月
に
大
伴
家
持
が
持
節
征
東
将
軍
、
文
室
与
企
が
副
将
軍
、
入
間
廣
成
と

安
倍
猿
島
墨
縄
が
軍
監
に
任
じ
ら
れ
た
。
先
の
征
討
で
の
賞
賜
以
来
、
陸
奥
国
関
連

で
は
軍
粮
の
献
上
に
よ
る
叙
位
、
兵
乱
に
よ
る
復
除
等
の
記
事
は
あ
る
が
、
征
討
の

動
き
は
二
年
程
み
え
ず
、
延
暦
二
年
末
か
ら
翌
年
に
再
開
が
明
示
さ
れ
た
。
た
だ
、

大
伴
家
持
、
入
間
廣
成
、
安
倍
猿
島
墨
縄
は
延
暦
元
年
六
月
に
そ
れ
ぞ
れ
陸
奥
按
察

使
鎮
守
将
軍
、
陸
奥
介
、
鎮
守
権
副
将
軍
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
家
持
は
武
の
名
族

大
伴
氏
の
宗
主
で
あ
り
、
廣
成
と
墨
縄
は
先
の
征
討
の
戦
功
者
で
あ
る
（
表
（
）。

ま
た
、
大
伴
弟
麻
呂
は
常
陸
介
、
文
室
与
企
は
相
模
介
と
の
兼
任
で
あ
っ
た
。
さ
ら

に
、
征
東
使
任
命
に
先
立
つ
延
暦
二
年
六
月
に
は
坂
東
八
国
の
散
位
の
子
、
郡
司
子

弟
等
で
軍
士
に
耐
え
る
者
へ
の
武
芸
教
習
、
非
常
時
の
出
兵
を
命
じ
て
い
る
。
従
っ

て
、
政
府
は
先
の
征
討
か
ら
一
年
を
経
な
い
う
ち
に
次
の
征
討
へ
の
布
石
を
打
ち
、

頃
合
い
を
み
て
い
た
感
が
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
征
討
の
関
係
記
事
は
そ
の
後
み
え
ず
、
実
施
さ
れ
た
形
跡
が
な

い
。
延
暦
三
年
五
月
頃
か
ら
桓
武
天
皇
が
長
岡
遷
都
に
集
中
し
た
こ
と
、
拠
点
と
な

る
多
賀
城
等
の
城
柵
の
整
備
が
不
十
分
だ
っ
た
た
め
と
推
定
さ
れ
る
。
前
述
の
と
お

り
、
漆
紙
文
書
に
よ
る
多
賀
城
政
庁
竣
工
の
上
限
は
同
三
年
八
月
で
あ
る
。
征
東
使

任
命
時
に
は
政
庁
は
未
完
成
で
あ
り
、
征
討
は
時
期
尚
早
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ

ら
に
、
こ
の
征
討
は
後
述
の
よ
う
に
同
四
年
八
月
の
大
伴
家
持
の
死
没
等
に
よ
る
消

滅
が
考
え
ら
れ
る
。

②
上
層
部
官
人
の
異
動
と
多
賀
・
階
上
郡
の
真
郡
化

延
暦
三
年
十
一
月
に
桓
武
天
皇
が
長
岡
宮
に
移
幸
し
て
遷
都
を
既
成
事
実
化
す
る

と
、
翌
四
年
前
半
の
陸
奥
国
で
は
上
層
官
人
の
異
動
や
多
賀
城
近
隣
の
多
賀
・
階
上

郡
の
真
郡
化
な
ど
が
み
ら
れ
る
。
官
人
は
正
月
に
多
治
比
宇
美
が
陸
奥
守
と
な
り
、

二
月
に
は
陸
奥
按
察
使
と
鎮
守
副
将
軍
を
兼
任
、
三
月
に
は
正
五
位
以
下
に
昇
叙
の

う
え
賜
物
に
預
か
っ
た
。
ま
た
、
五
月
に
は
百
済
王
英
孫
が
鎮
守
権
副
将
軍
に
任
じ

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
二
人
も
先
の
征
討
の
戦
功
者
で
あ
る
（
表
（
）。
宇
美
は
大
伴

家
持
の
按
察
使
と
征
討
後
に
戦
後
処
理
を
任
さ
れ
た
内
蔵
全
成
の
陸
奥
守
鎮
守
副
将
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氏　　名 昇叙前 叙位叙勲 昇階

征東大使 藤原小黒麻呂 正四位下 正三位 ３

征東副使 紀古佐美 従五位上 従四位下勲四等 ３

鎮守副将軍 百済王俊哲 従五位上 正五位上勲五等 ２

征東副使
内蔵全成 正五位下 正五位上勲五等 １

多犬養 従五位下 従五位上勲五等 １

陸奥介 多治比海（宇美）従五位下 従五位上 １

その他の官人

紀木津魚 正六位上 従五位下 １

日下部雄道 正六位上 従五位下 １

百済王英孫 正六位上 従五位下 １

阿部猿島墨縄 正六位上 外従五位下勲五等 １

入間廣成 正六位上 外従五位下 １

表2 宝亀・天応の征討の論功行賞

Ⅰ．征討前 ① 宝亀 5.7（774） ② 宝亀 6.11（775） ③ 宝亀 8.5（777） ④ 宝亀 11.3 中旬（780）

陸奥按察使 正四上 大伴駿河麻呂 正四上 大伴駿河麻呂 正五下 紀広純 従四下 紀広純
陸奥守 正四上 大伴駿河麻呂 正四上 大伴駿河麻呂 正五下 紀広純 従四下 紀広純
陸奥介 従五上 上毛野稲人 正五下 紀広純 従五下 大伴真綱 従五下 大伴真綱
鎮守将軍 正四上 大伴駿河麻呂 正四上 大伴駿河麻呂 ― ―
鎮守副将軍 正五下 紀広純 正五下 紀広純 正五下 紀広純 従四下 紀広純
鎮守権副将軍 従五上 佐伯久良麻呂
Ⅱ．征討期 ⑤ 宝亀 11.3 下旬（780） ⑥ 宝亀11.6（780） ⑦ 天応 1.6（781） ⑧ 延暦1.6・同 3.2（782・784）

陸奥按察使 ― ― 正四下 藤原小黒麻呂〔大使〕従三位 大伴家持〔大使〕
陸奥守 正五上 大伴益立〔副使〕正五上 大伴益立〔副使〕従五上 紀古佐美〔副使〕 正五上 内蔵全成
陸奥介 従五下 大伴真綱 従五下 多治比宇美 従五下 多治比宇美 外従五下 入間廣成〔軍監〕
鎮守将軍 ― ― ― 従三位 大伴家持〔大使〕
鎮守副将軍 従五下 大伴真綱 従五上 百済王俊哲 従五上 百済王俊哲 正五下 内蔵全成
鎮守権副将軍 外従五下 安倍猿島墨縄〔軍監〕
Ⅲ，征討後 ⑨ 延暦 4.4（785） ⑩ 延暦 6.2（787） ⑪ 延暦 7.2（788）

陸奥按察使 正五下 多治比宇美 正五下 多治比宇美 正五下 多治比宇美
陸奥守 正五下 多治比宇美 正五下 多治比宇美 正五下 多治比宇美 ※ 太字は陸奥国の首班
陸奥介 外従五下 入間廣成  従五下 佐伯葛城 従五下 藤原葛野麻呂
鎮守将軍 従三位 大伴家持（入京）正五上 百済王俊哲 正五下 多治比宇美
鎮守副将軍 正五下 多治比宇美 正五下 多治比宇美 従五下 池田真枚
鎮守副将軍 ― 従五下 佐伯葛城 外従五下 安倍猿島墨縄
鎮守権副将軍 外従五下 安倍猿島墨縄 外従五下 安倍猿島墨縄
鎮守権副将軍 従五下 百済王英孫

表3 宝亀後半～延暦初めの陸奥国上層官人

軍
の
後
任
で
あ
っ
た
。
家
持
は
四
月
に
は
多
賀
郡
等
の
真
郡
化
を
申
請
し
て
い
る
の

で
、
そ
の
頃
に
は
宇
美
と
入
れ
替
わ
り
に
入
京
し
た
と
み
ら
れ
、
全
成
は
七
月
に
大

蔵
大
輔
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、多
賀
城
及
び
陸
奥
国
の
本
格
的
な
復
興
は
、

ま
ず
全
成
が
陸
奥
守
兼
鎮
守
副
将
軍
と
し
て
手
が
け
、
延
暦
元
年
六
月
以
降
は
家
持

が
上
官
の
按
察
使
兼
鎮
守
将
軍
と
な
っ
て
進
め
て
い
た
が
、
延
暦
四
年
前
半
に
は
と

も
に
陸
奥
国
を
離
れ
、
多
治
比
宇
美
が
陸
奥
国
首
班
と
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
宇
美
に
よ
る
按
察
使
と
陸
奥
守
、
鎮
守
副
将
軍
の
兼
任
は
前
任
の
家

持
・
全
成
の
体
制
と
は
異
な
り
、
伊
治
公
呰
麻
呂
の
乱
以
前
の
紀
広
純
と
同
じ
で
あ

る
（
表
（
）。
昇
叙
し
た
宇
美
の
位
階
も
広
純
が
陸
奥
守
鎮
守
副
将
軍
に
し
て
按
察
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使
を
兼
ね
た
時
と
同
じ
正
五
位
下
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
広
純
が
大
伴
駿
河
麻
呂
の
死

没
に
よ
っ
て
陸
奥
国
首
班
と
な
る
二
ヶ
月
前
に
は
佐
伯
久
良
麻
呂
を
鎮
守
権
副
将
軍

に
任
じ
、
久
良
麻
呂
は
そ
の
後
の
征
討
で
出
羽
国
か
ら
の
戦
闘
に
あ
た
っ
た
が
）
11
（

、
宇

美
に
続
い
て
五
月
に
鎮
守
権
副
将
軍
と
な
っ
た
百
済
王
英
孫
も
家
持
没
後
の
九
月
に

は
出
羽
守
に
任
じ
て
い
る
。
英
孫
の
権
副
将
軍
任
官
時
に
は
安
倍
猿
島
墨
縄
が
す
で

に
権
副
将
軍
で
あ
る
点
を
踏
ま
え
る
と
、
英
孫
の
副
将
軍
補
任
に
は
広
純
の
時
の
久

良
麻
呂
と
同
じ
役
割
が
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
延
暦
四
年
前
半
の
宇
美
・
英
孫

の
補
任
で
上
層
部
の
官
人
は
呰
麻
呂
の
乱
以
前
、
す
な
わ
ち
多
賀
城
炎
上
以
前
の
体

制
に
戻
っ
た
。

一
方
、
同
年
四
月
七
日
に
は
大
伴
家
持
が
郡
司
の
設
置
に
よ
る
多
賀
・
階
上
郡
の

真
郡
化
を
申
請
し
、
裁
可
さ
れ
た
。
こ
の
時
の
家
持
の
官
名
は
中
納
言
従
三
位
兼
春

宮
大
輔
陸
奥
按
察
使
鎮
守
将
軍
で
あ
り
、
按
察
使
が
多
治
比
宇
美
と
重
な
る
が
、
こ

れ
は
恐
ら
く
宇
美
と
入
れ
替
わ
り
に
入
京
し
た
家
持
の
申
請
が
両
郡
の
真
郡
化
と
い

う
本
来
な
ら
按
察
使
・
国
司
の
職
分
で
あ
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
家
持
は
新
任
の

宇
美
よ
り
高
位
高
官
を
兼
帯
す
る
前
任
者
で
、
鎮
官
と
し
て
は
な
お
上
官
で
あ
る
。

郡
司
の
設
置
も
多
賀
城
炎
上
の
一
因
と
な
っ
た
国
司
の
逃
亡
→
指
揮
官
不
在
に
よ
る

百
姓
の
四
散
を
踏
ま
え
た
多
賀
城
の
防
衛
に
あ
っ
た
。
た
だ
、
政
務
上
は
按
察
使
・

国
司
の
立
場
で
申
請
・
処
理
さ
れ
る
案
件
で
あ
る
た
め
、
異
例
で
は
あ
る
が
前
任
の

按
察
使
を
付
し
た
上
奏
・
裁
可
が
な
さ
れ
た
と
推
測
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
延
暦
四
年
前
半
の
陸
奥
国
で
は
上
層
官
人
が
多
賀
城
炎
上
以
前
の
体

制
に
復
し
た
。
炎
上
前
の
多
賀
城
は
多
量
の
兵
器
と
粮
を
蓄
え
（
史
料
A
：
二
五
二

頁
）、
紀
広
純
を
首
班
と
し
て
征
討
を
行
っ
て
い
た
国
府
兼
鎮
守
府
で
あ
る
。
ま
た
、

大
伴
家
持
の
申
請
は
多
賀
城
が
炎
上
し
た
欠
点
を
補
う
施
策
で
、
近
隣
の
郡
の
百
姓

を
郡
司
の
下
に
結
集
し
て
防
衛
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
施
策
か
ら
み

て
、
多
賀
城
は
紀
広
純
の
頃
と
同
様
に
機
能
す
る
と
と
も
に
防
衛
体
制
が
強
化
さ
れ

た
状
態
で
あ
り
、
両
施
策
の
前
提
と
し
て
復
興
が
進
み
完
成
に
近
づ
い
た
姿
が
想
定

さ
れ
る
。
年
代
的
に
も
漆
紙
文
書
か
ら
み
た
第
Ⅲ
︱
（
期
政
庁
の
竣
工
と
ほ
ぼ
合
致

す
る
。
防
衛
体
制
の
強
化
か
ら
外
郭
諸
門
な
ど
他
の
主
要
施
設
の
竣
工
も
推
定
さ
れ

よ
う
。上
層
官
人
の
異
動
は
復
興
か
ら
通
常
の
体
制
へ
の
移
行
と
し
て
理
解
で
き
る
。

多
賀
城
の
本
格
的
復
興
は
延
暦
四
年
前
半
頃
の
終
了
が
考
え
ら
れ
る
）
11
（

。

お
わ
り
に　

迂
遠
で
煩
雑
な
論
述
を
整
理
し
、
私
見
を
ま
と
め
る
。
❶
で
は
、
伊
治
公
呰
麻
呂

の
謀
反
を
契
機
と
し
た
宝
亀
十
一
年
（
七
八
〇
）
の
多
賀
城
の
火
災
と
蝦
夷
の
襲

撃
の
実
態
を
述
べ
た
。
多
賀
城
は
必
ず
し
も
全
焼
で
は
な
く
火
災
を
免
れ
た
施
設

も
あ
っ
た
が
、
政
庁
・
外
郭
諸
門
・
城
前
官
衙
と
い
っ
た
律
令
制
的
な
支
配
を
象
徴

し
、
国
家
の
威
光
を
示
す
主
要
施
設
は
軒
並
み
焼
失
し
た
。
こ
う
し
た
火
災
の
特
徴

は
「
蟻
聚
」
と
評
さ
れ
る
蝦
夷
の
襲
撃
の
特
徴
そ
の
も
の
で
、
本
来
は
小
規
模
な
単

位
か
ら
な
る
蝦
夷
の
戦
闘
集
団
が
呰
麻
呂
の
謀
反
で
一
斉
蜂
起
し
、
陸
奥
介
大
伴
真

綱
等
の
逃
走
と
籠
城
し
た
百
姓
の
四
散
で
空
城
と
な
っ
た
多
賀
城
に
大
挙
し
て
押
し

寄
せ
た
結
果
で
あ
る
。
蝦
夷
は
貴
重
な
物
品
が
あ
り
そ
う
な
主
要
施
設
に
殺
到
し
、

ま
ず
略
奪
を
尽
く
し
た
う
え
で
最
終
的
に
放
火
を
し
た
。

❷
で
は
、
火
災
と
宝
亀
末
の
征
討
と
の
関
係
、
征
討
の
経
過
を
述
べ
た
。
呰
麻
呂

の
謀
反
と
多
賀
城
が
炎
上
に
至
る
経
緯
を
記
す
宝
亀
十
一
年
三
月
丁
亥
条
は
後
に
ま

と
め
ら
れ
た
記
述
で
あ
り
、
陸
奥
介
等
の
逃
走
と
多
賀
城
の
炎
上
は
遅
れ
て
報
告
さ

れ
、
政
府
は
前
者
を
五
月
、
後
者
を
七
月
に
認
識
し
た
。
こ
の
た
め
謀
反
の
第
一
報

直
後
に
派
遣
さ
れ
た
征
東
使
は
想
定
外
の
難
局
に
直
面
し
、
天
皇
と
の
間
で
征
討
に

対
す
る
考
え
方
の
差
が
開
い
た
。
人
員
・
物
資
の
補
充
後
も
征
討
は
実
施
さ
れ
ず
、

征
東
使
上
層
部
の
刷
新
と
天
皇
の
厳
命
で
よ
う
や
く
十
一
・
十
二
月
に
大
崎
・
栗
原

地
方
の
城
柵
・
失
地
を
回
復
し
た
も
の
の
、
翌
年
五
月
に
は
現
地
の
判
断
で
征
東
軍

を
解
散
し
、
天
皇
も
上
京
さ
せ
た
副
使
の
説
明
で
現
地
の
詳
細
を
知
っ
た
結
果
、
認

識
を
改
め
て
征
東
使
等
の
功
績
を
認
め
た
。

❸
で
は
、
多
賀
城
の
復
興
を
考
え
た
。
復
興
は
ま
ず
征
東
使
が
手
が
け
、
そ
の
帰
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（
（
）
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所 

『
多
賀
城
跡 

政
庁
跡 

本
文
編
』、
一
九
八
二
年
。
同
研
究

所
『
多
賀
城
跡 

政
庁
跡 

補
遺
編
』
二
〇
一
〇
年
（
以
下
、
前
書
を
『
政
庁
本
文
編
』、
後
書

を『
政
庁
補
遺
編
』と
略
す
）。
な
お
、
本
稿
で
用
い
る
多
賀
城
の
遺
構
期
は
政
庁
の
も
の
だ
が
、

城
内
の
各
所
を
み
る
際
に
も
概
ね
有
効
で
あ
る
。

（
（
）
第
Ⅱ
期
段
階
の
多
賀
城
に
お
い
て
、
そ
の
南
面
に
は
政
庁
中
軸
線
上
を
南
に
延
び
る
南
北
大

路
と
外
郭
南
辺
に
平
行
し
て
西
に
延
び
る
東
西
大
路
が
あ
っ
た
が
、
方
格
状
地
割
に
よ
る
街
並

み
の
形
成
は
南
面
を
蛇
行
し
て
い
た
河
川
の
改
修
が
行
わ
れ
、
南
北
・
東
西
大
路
の
交
差
点
か

ら
南
北
大
路
の
南
延
長
を
直
線
的
に
延
び
る
運
河
が
掘
削
さ
れ
た
第
Ⅲ
期
を
契
機
と
す
る
。
運

河
の
掘
削
は
桓
武
朝
の
延
暦
年
間
の
こ
と
で
、
南
か
ら
の
多
量
の
物
資
の
輸
送
を
可
能
に
す
る

こ
と
か
ら
征
討
と
の
関
わ
り
が
考
え
ら
れ
、
後
に
は
街
並
み
の
形
成
へ
と
繋
が
っ
た
（
柳
澤
和

註

明
「
長
岡
京
期
の
多
賀
城 

︱
桓
武
朝
の
東
北
遠
征
︱
」〔『
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』

三
九
九
、一
九
九
六
年
〕、
鈴
木
琢
郎
「
多
賀
城
の
大
路
造
営
」〔『
福
大
史
学
』
第
八
一
号
、

二
〇
一
〇
年
〕、
村
松
稔
「
多
賀
城
城
外
に
お
け
る
南
北
大
路
の
創
建
お
よ
び
拡
幅
時
期
に
つ

い
て
」〔『
福
大
史
学
』
第
八
三
号
、
二
〇
一
三
年
〕、
齋
藤
和
機
「
古
代
多
賀
城
方
格
地
割
と

東
西
大
路
」〔『
東
京
学
芸
大
学　

ア
ー
キ
オ
・
ク
レ
イ
オ
』
第
一
五
号
、
二
〇
一
八
年
〕、
拙

稿
「
陸
奥
国
の
城
柵
と
運
河
」〔
鈴
木
靖
民 

川
尻
秋
生 

鐘
江
宏
之
編
『
日
本
古
代
の
水
上
交

通
』、
二
〇
一
五
年
〕
な
ど
）。
と
す
れ
ば
、
征
討
の
発
端
と
な
っ
た
多
賀
城
の
炎
上
も
ま
た
街

並
み
形
成
の
遠
因
で
あ
り
、
前
提
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
見
通
し
を
以
て
、
本
稿
は
街
並

み
の
形
成
に
至
る
第
一
段
階
と
し
て
の
多
賀
城
の
炎
上
と
復
興
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　

 
 

な
お
、
従
来
は
国
府
の
都
市
化
の
観
点
か
ら
街
並
み
を
理
解
す
る
見
方
が
主
体
で
、
征
討
と

の
関
連
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
（
平
川
南 

「
古
代
地
方
都
市
論
」〔『
律
令
国
郡
里

制
の
実
像 

上
』
二
〇
一
四
年
、
初
出
一
九
九
九
年
〕、
進
藤
秋
輝
「
多
賀
城
発
掘
」〔
青
木
和

夫 

岡
田
茂
弘
編
『
古
代
を
考
え
る 

多
賀
城
と
古
代
東
北
』、
二
〇
〇
六
年
〕、
高
倉
敏
明
『
多

賀
城
跡　

古
代
国
家
の
東
北
支
配
の
要
衝
』、
二
〇
〇
八
年
な
ど
）。
こ
れ
ら
に
も
妥
当
な
面
は

あ
る
が
、
そ
の
根
本
に
は
多
賀
城
跡
の
発
掘
調
査
の
開
始
に
よ
っ
て
普
及
し
た
城
柵
も
ま
た
官

衙
で
あ
り
、
多
賀
城
も
第
一
義
的
に
は
国
府
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
（
城
柵
官
衙
説
）
が
感
じ

ら
れ
、
街
並
み
の
形
成
も
そ
の
延
長
上
で
国
府
の
都
市
化
・
発
展
と
し
て
み
ら
れ
て
き
た
と
思

わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
方
格
状
の
街
並
み
が
地
方
官
衙
に
あ
る
例
は
ご
く
わ
ず

か
で
あ
る
。
桓
武
朝
の
征
討
・
河
川
改
修
を
経
た
形
成
を
踏
ま
え
れ
ば
、
形
成
の
端
緒
に
征
討

が
あ
る
の
は
否
定
で
き
な
い
と
考
え
る
。

（
（
）
二
〇
一
九
年
開
催
の
東
北
歴
史
博
物
館
特
別
展
「
蝦
夷
︱
古
代
エ
ミ
シ
と
律
令
国
家
」
の

展
示
図
録
に
城
内
の
火
災
状
況
を
示
す
図
（
七
五
頁
）
が
あ
る
。
ま
た
、
同
展
開
催
中
の
多
賀

城
講
座
で
の
村
上
裕
次
「
考
古
学
か
ら
み
た
„
伊
治
公
呰
麻
呂
の
乱
＂」
で
も
火
災
状
況
が
整

理
さ
れ
て
い
る
。

（
（
）
註（
（
）
報
告
書
。
焼
土
層
の
分
布
は
『
政
庁
本
文
編
』
図
（（
、『
政
庁
補
遺
編
』
第
55
図

を
参
照
。
な
お
『
政
庁
本
文
編
』
で
は
火
災
の
際
に
正
殿
は
焼
け
残
っ
た
と
し
、『
政
庁
補
遺
編
』

も
そ
れ
を
踏
襲
す
る
が
、
再
調
査
の
結
果
、
火
災
で
建
替
え
ら
れ
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る 

〔『
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
年
報
二
〇
一
二
』（
第
85
次
）〕。

（
5
）
南
門
＝
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
『
多
賀
城
跡 

外
郭
跡
Ⅰ 

︱
南
門
地
区
︱
』、

二
〇
一
七
年
。
東
門
＝
『
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
年
報
一
九
八
八
』（
第
5（
次
）。
西
門

＝
『
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
年
報
一
九
八
五
』（
第
（6
次
）。
以
下
、
南
門
の
報
告
書
は

『
外
郭
Ⅰ
南
門
』、
同
研
究
所
の
年
報
は
調
査
次
数
と
合
わ
せ
て
『
年
報
一
九
八
五
』（
第
（6
次
）

な
ど
と
略
し
、
複
数
の
場
合
は
『
年
報
一
九
八
五
・
一
九
八
八
』（
第
（6
・
5（
次
）
な
ど
と
記

す
。

還
後
は
新
た
な
陸
奥
守
兼
鎮
守
副
将
軍
内
蔵
全
成
と
、
そ
の
上
官
の
陸
奥
按
察
使
兼

鎮
守
将
軍
に
任
じ
ら
れ
た
大
伴
家
持
が
進
め
た
と
み
ら
れ
る
。
具
体
的
な
経
過
に
つ

い
て
は
政
庁
跡
出
土
漆
紙
文
書
に
注
目
し
、
年
代
に
関
す
る
問
題
点
を
解
消
し
た
う

え
で
、
多
賀
城
の
政
治
的
機
能
は
宝
亀
十
一
年
九
月
頃
に
は
あ
る
程
度
回
復
し
た
も

の
の
、
仮
設
の
第
Ⅲ
︱
（
期
政
庁
は
天
応
元
年
（
七
八
〇
）
以
降
、
本
格
的
な
第
Ⅲ

︱
（
期
政
庁
は
延
暦
三
年
八
月
を
上
限
と
す
る
延
暦
四
年
（
七
八
三
）
頃
の
竣
工
を

考
え
た
）
11
（

。
延
暦
四
年
前
半
に
は
大
伴
家
持
と
内
蔵
全
成
が
陸
奥
国
を
去
り
、
多
治
比

宇
美
が
按
察
使
と
陸
奥
守
、
鎮
守
副
将
軍
の
三
官
を
兼
ね
る
陸
奥
国
首
班
と
な
る
。

そ
の
あ
り
方
は
呰
麻
呂
謀
反
以
前
の
紀
広
純
と
同
じ
で
あ
り
、
百
済
王
英
孫
の
鎮
守

副
将
軍
補
任
と
併
せ
て
官
人
は
呰
麻
呂
謀
反
以
前
の
体
制
に
戻
っ
た
。
ま
た
、
上
京

し
た
大
伴
家
持
の
申
請
に
よ
っ
て
多
賀
・
階
上
郡
が
真
郡
化
さ
れ
、
多
賀
城
の
防
衛

が
強
化
さ
れ
た
。
以
上
か
ら
、
多
賀
城
の
復
興
は
延
暦
四
年
前
半
頃
に
ほ
ぼ
終
了
し

た
と
考
え
る
。

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
第
Ⅲ
期
多
賀
城
の
南
面
に
は
方
格
状
の
地
割
に
よ
る
街

並
み
が
形
成
さ
れ
始
め
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
前
提
と
な
る
多
賀
城
の
炎
上
と
復
興

に
関
す
る
私
見
を
述
べ
た
。
こ
れ
に
続
く
桓
武
朝
の
征
討
と
そ
の
後
の
街
並
み
の
形

成
に
つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
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（
6
）
『
年
報
一
九
八
五
』（
第
（6
次
）
で
は
四
時
期
の
変
遷
が
あ
る
西
門
に
つ
い
て
、
一
時
期
目
の

掘
立
式
に
よ
る
Ｓ
Ｂ
一
〇
五
〇
A
を
第
Ⅱ
期
、
二
時
期
目
の
礎
石
式
に
よ
る
同
B
を
第
Ⅲ
期
と

し
て
い
る
。
こ
れ
は
B
の
礎
石
据
穴
か
ら
出
土
し
た
第
Ⅱ
期
の
瓦
を
A
に
葺
か
れ
た
瓦
と
す
る

た
め
だ
が
、
そ
の
確
証
は
な
く
、
B
の
上
限
は
第
Ⅱ
期
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
私
見
で
は

A
を
第
Ⅰ
期
、
B
を
第
Ⅱ
期
の
西
門
と
み
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
の
門
や
主
要
施
設
と
規

模
・
構
造
の
変
遷
も
整
合
的
に
捉
え
ら
れ
る
。
な
お
、『
外
郭
Ⅰ
南
門
』
で
は
再
検
討
中
と
し

つ
つ
も
私
見
と
同
じ
見
方
に
よ
る
図
・
表
（
図
版
（（9
・
第
（6
表
）
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

（
7
）
南
辺
『
年
報
二
〇
一
五
』（
第
88
次
）、
東
辺
『
年
報
一
九
八
八
・
二
〇
一
〇
』（
第
55
・
8（

次
）。

（
8
）
『
年
報 
一
九
八
六
』（
第
5（
次
）。
な
お
、
門
・
櫓
以
外
の
外
郭
施
設
の
火
災
状
況
に
関
す
る

出
典
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
南
辺
『
年
報
一
九
七
〇
・
一
九
七
三
・
一
九
七
四
・

一
九
七
九
・
一
九
八
二
・
二
〇
一
五
』（
第
8
・
（0
・
（（
・
（（
・
（0
・
88
次
）、
東
辺
『
年
報

一
九
七
二
・
一
九
七
四
・
一
九
七
五
・
一
九
八
二
・
一
九
八
六
・
一
九
九
〇
』（
第
（7
・
（（
・

（7
・
（（
・
5（
・
58
次
）、
北
辺
『
年
報
一
九
七
二
・
一
九
八
五
・
一
九
八
六
・
二
〇
〇
三
』（
第

（7
・
（9
・
5（
・
75
次
）。

（
9
）
『
年
報 

一
九
八
八
』（
第
55
次
）。

（
（0
）
註
（
（
）
進
藤
論
文
。
及
び
同
氏
『
古
代
東
北
統
治
の
拠
点 

多
賀
城
』
二
〇
一
〇
年
。

（
（（
）
『
年
報 

一
九
七
二
』（
第
（7
次
）。

（
（（
）
『
年
報 

一
九
九
〇
』（
第
59
次
）。

（
（（
）
『
年
報 

一
九
七
〇
・
一
九
七
四
・
一
九
七
九
』（
第
8
・
（（
・
（（
次
）。　

（
（（
）
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
『
多
賀
城
跡 

政
庁
南
面
地
区
Ⅱ 

︱
城
前
官
衙
総
括
編
︱
』、

二
〇
一
九
年
。

（
（5
）
大
畑
官
衙
『
年
報
一
九
七
一
・
一
九
七
四
・
一
九
八
九
～
一
九
九
三
・
一
九
九
五
～

一
九
九
七
』（
第
（（
・
（（
・
56
・
58
～
60
・
6（
～
6（
・
66
～
68
次
）、
作
貫
官
衙
『
年
報

一
九
八
〇
～
一
九
八
二
』（
第
（6
・
（9
・
（（
次
）。

（
（6
）
東
門
北
側
『
年
報
一
九
七
二
・
一
九
七
五
・
一
九
八
六
』（
第
（7
・
（7
・
5（
次
）。
南
側
『
年

報
一
九
八
九
・
一
九
九
〇
』（
第
56
・
58
・
59
次
）。

（
（7
）
註
（
（（
）
報
告
書
。

（
（8
）
註
（
（（
）
報
告
書
、
及
び
拙
稿
「
八
世
紀
鎮
守
府
に
関
す
る
覚
書
」（
熊
谷
公
男
編
『
古
代

東
北
の
地
域
像
と
城
柵
』、
二
〇
一
九
年
）。
な
お
、
報
告
書
と
拙
稿
に
は
官
衙
の
空
間
構
造
の

考
え
方
な
ど
に
多
少
の
違
い
は
あ
る
が
、
遺
構
の
事
実
関
係
や
建
物
配
置
の
計
画
性
の
点
で
大

き
く
変
わ
り
は
な
い
。
詳
細
は
省
く
が
、
本
稿
は
私
見
に
基
づ
い
て
記
す
。

（
（9
）
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所 

『
多
賀
城
跡 

政
庁
南
面
地
区 

︱
城
前
官
衙
遺
構
・
遺
物

編
︱
』、
二
〇
一
八
年
、
所
収
第
四
二
四
～
四
三
一
号
木
簡
。

（
（0
）
五
万
崎
官
衙
『
年
報
一
九
七
六
・
二
〇
一
一
』（
第
（8
～
（0
・
8（
次
）、
金
堀
官
衙
『
年
報

一
九
七
三
』（
第
（（
次
）。

（
（（
）
『
年
報
一
九
七
一
・
一
九
七
二
』（
第
（（
・
（8
次
）。

（
（（
）
前
掲
註
（
（8
）
拙
稿
、
及
び
拙
稿
「
出
土
文
字
資
料
と
多
賀
城
碑
」（
熊
谷
公
男
編
『
東
北

の
古
代
史
（ 

蝦
夷
と
城
柵
の
時
代
』、
二
〇
一
五
年
）。

（
（（
）
南
門
は
東
山
道
か
ら
多
賀
城
南
面
の
東
西
・
南
北
大
路
を
通
じ
て
多
賀
城
に
入
る
正
門
、
尾

根
筋
に
開
く
門
の
う
ち
東
門
は
松
島
湾
に
面
し
た
塩
竃
か
ら
の
門
、
西
門
は
城
外
西
南
の
集
落

（
山
王
遺
跡
）
か
ら
の
門
で
あ
る
。

（
（（
）
外
郭
南
辺
の
調
査
で
は
「
大
垣
」
の
墨
書
土
器
が
出
土
し
て
い
る
（『
年
報
一
九
七
九
』（
第

（（
次
））。
第
Ⅱ
期
以
降
の
南
辺
は
そ
う
呼
ば
れ
て
い
た
。

（
（5
）
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
元
年（
七
七
〇
）
八
月
己
亥
条
・
天
応
元
年（
七
八
一
）六
月
戊
子
条（
史

料
D
：
二
五
七
頁
）。
な
お
、
以
下
の
記
述
に
お
い
て
出
典
が
六
国
史
の
場
合
は
年
紀
以
下
の

表
記
と
す
る
。

（
（6
）
な
お
、
多
賀
城
襲
撃
時
に
お
け
る
呰
麻
呂
の
動
向
は
不
明
で
あ
る
。
按
察
使
殺
害
後
に
大
伴

真
綱
を
多
賀
城
に
護
送
さ
せ
た
の
は
確
か
だ
が
、
そ
の
後
の
行
動
は
史
料
に
一
切
み
え
な
い
。

無
秩
序
な
多
賀
城
襲
撃
の
実
態
も
踏
ま
え
る
と
、
呰
麻
呂
は
蝦
夷
の
一
斉
蜂
起
の
契
機
を
作
っ

た
人
物
で
は
あ
る
が
、
多
賀
城
を
襲
っ
た
蝦
夷
側
の
総
帥
と
は
い
え
ず
、
襲
撃
に
加
わ
っ
て
い

な
い
可
能
性
や
後
掲
註
（
（（
）
の
よ
う
な
行
動
も
推
測
さ
れ
る
。

（
（7
）
た
だ
し
、
呰
麻
呂
の
按
察
使
殺
害
を
契
機
と
し
て
律
令
国
家
が
大
規
模
な
征
討
に
踏
切
り
、

蝦
夷
側
も
胆
沢
・
志
波
地
域
の
蝦
夷
を
中
心
に
組
織
的
な
抵
抗
を
強
め
る
な
か
で
戦
争
と
い
え

る
状
況
が
深
ま
っ
た
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

（
（8
）
鈴
木
拓
也　
「
光
仁
・
桓
武
朝
の
征
夷
」（
同
氏
編
『
東
北
の
古
代
史
（ 

三
十
八
年
戦
争
と

蝦
夷
政
策
の
転
換
』、
二
〇
一
六
年
）。
以
下
、
鈴
木
氏
の
見
解
は
本
論
文
に
よ
る
。

（
（9
）
宝
亀
十
一
年
三
月
甲
午
条
。
な
お
、一
部
を
除
い
て
以
下
の
本
文
で
は
日
付
を
干
支
で
な
く
、

便
宜
的
に
数
字
で
示
す
。
出
典
は
『
続
日
本
紀
』
で
あ
り
、
干
支
は
年
表
（
二
五
五
頁
）
に
示

し
た
。

（
（0
）
継
縄
の
よ
う
に
赴
任
し
な
か
っ
た
例
は
珍
し
い
が
、
陸
奥
国
派
遣
の
征
討
大
使
・
将
軍
に
は

象
徴
的
な
存
在
が
比
較
的
み
ら
れ
る
。
神
亀
の
征
討
に
関
す
る
叙
位
で
は
大
野
東
人
が
副
将
軍

を
越
え
る
位
置
に
記
さ
れ
、
大
使
の
藤
原
宇
合
を
上
回
る
三
階
の
昇
叙
を
得
て
お
り
、
在
地
官

人
で
あ
っ
た
東
人
の
働
き
が
大
き
か
っ
た
（『
続
日
本
紀
』
神
亀
二
年
正
月
己
丑
条
）。
天
平
九

年
の
陸
奥
出
羽
直
路
開
削
事
業
で
も
実
働
部
隊
を
率
い
て
開
削
に
あ
た
っ
た
の
は
東
人
で
あ

り
、
持
節
大
使
の
藤
原
麻
呂
は
後
方
の
多
賀
柵
に
控
え
て
い
る
（
天
平
九
年
四
月
戊
午
条
）。

延
暦
八
年
の
征
討
で
の
敗
戦
の
際
に
も
征
東
大
将
軍
紀
古
佐
美
が
後
方
に
い
た
の
は
明
ら
か
で

（
延
暦
八
年
六
月
甲
戌
・
庚
辰
条
）、
延
暦
十
三
年
の
征
夷
大
将
軍
大
伴
弟
麻
呂
に
至
っ
て
は 
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「
お
飾
り
」
と
す
ら
評
さ
れ
て
い
る
（
熊
谷
公
男
編
『
ア
テ
ル
イ
と
東
北
古
代
史
』
高
志
書
院
、

二
〇
一
六
年
）。
征
夷
将
軍
・
大
将
軍
と
し
て
前
線
で
の
働
き
が
考
え
ら
れ
る
の
は
多
治
比
県

守
、
坂
上
田
村
麻
呂
、
文
室
綿
麻
呂
く
ら
い
で
あ
り
、
過
半
数
の
大
使
・
将
軍
は
象
徴
的
な
存

在
で
あ
っ
た
感
が
あ
る
。
従
っ
て
、
節
刀
を
副
将
軍
（
副
使
）
の
大
伴
益
立
が
持
し
（
宝
亀

十
一
年
六
月
辛
酉
条
）、
赴
任
す
ら
し
な
か
っ
た
継
縄
は
な
お
さ
ら
名
目
的
な
存
在
の
可
能
性

が
強
い
。
当
時
の
継
縄
は
中
納
言
従
三
位
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
陸
奥
国
へ
の
征
討
使
で
は
最

も
高
位
高
官
で
も
あ
る
。

（
（（
）
註
（
（8
）
鈴
木
論
文
。

（
（（
）
第
一
報
の
火
災
記
事
は
、
恐
ら
く
こ
の
時
の
報
告
に
よ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

（
（（
）
第
一
報
の
発
送
者
は
鈴
木
氏
も
大
伴
真
綱
と
推
定
し
て
い
る
。

（
（（
）
真
綱
の
救
命
・
護
送
の
理
由
は
不
詳
で
あ
る
。
多
賀
城
へ
の
護
送
は
開
城
の
た
め
と
す
る
見

方
（
註
（
（8
）
鈴
木
論
文
）
も
あ
る
が
、
開
城
さ
せ
る
目
的
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
そ
こ
で
少

し
考
え
て
み
る
と
、
ま
ず
広
純
・
大
楯
殺
害
の
動
機
が
私
怨
と
さ
れ
た
点
か
ら
み
て
真
綱
は
怨

ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
真
綱
は
陸
奥
介
で
あ
り
、
広
純
亡
き
後
は
陸
奥
国
の
首
班
と
な
る
。
ま

た
、
呰
麻
呂
は
広
純
殺
害
の
直
前
ま
で
私
怨
を
隠
し
、
そ
れ
を
表
明
し
た
の
は
俘
軍
を
誘
っ
た

時
点
か
ら
と
み
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
呰
麻
呂
の
動
機
を
私
怨
と
し
て
報
告
し
た
の
は
殺
害
現

場
に
い
た
真
綱
と
み
る
の
が
陸
奥
国
首
班
の
立
場
と
し
て
も
妥
当
で
あ
る
。
さ
ら
に
呰
麻
呂
に

多
賀
城
襲
撃
の
確
証
は
な
く
（
註
（
（6
）
参
照
）、
真
綱
の
護
送
後
は
消
息
不
明
で
あ
る
こ
と
、

襲
撃
の
実
態
な
ど
か
ら
み
る
と
、
真
綱
の
救
命
・
護
送
は
政
府
へ
の
交
渉
・
取
り
な
し
の
た
め

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

 
 

呰
麻
呂
の
行
為
を
真
綱
と
国
家
側
は
私
怨
と
位
置
づ
け
る
が
、
そ
の
根
本
に
は
「
以
夷
俘

遇
」
と
い
っ
た
夷
俘
出
身
者
に
対
す
る
差
別
的
な
扱
い
が
あ
る
。
こ
の
事
件
が
蝦
夷
の
大
規
模

な
蜂
起
に
繋
が
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
不
当
な
扱
い
は
蝦
夷
側
の
不
満
と
し
て
様
々
な
点
で
顕

在
化
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
事
情
が
交
渉
次
第
で
認
め
ら
れ
れ

ば
、
呰
麻
呂
に
寛
大
（
正
当
）
な
処
置
も
期
待
で
き
な
く
は
な
い
。
と
は
い
え
、
国
家
は
甘
く

な
か
っ
た
し
、
事
態
が
蝦
夷
の
蜂
起
に
よ
る
多
賀
城
の
襲
撃
・
炎
上
に
至
れ
ば
、
そ
の
き
っ
か

け
を
作
っ
た
呰
麻
呂
に
交
渉
の
余
地
は
な
い
。
政
府
と
戦
う
力
も
な
け
れ
ば
逐
電
す
る
し
か
な

か
っ
た
ろ
う
。
さ
ら
に
交
渉
の
た
め
の
護
送
な
ら
、そ
の
後
の
真
綱
の
逃
走
も
見
通
し
や
す
い
。

第
一
報
後
の
鎮
守
副
将
軍
任
用
か
ら
み
て
、
真
綱
は
呰
麻
呂
の
動
機
を
私
怨
と
し
て
報
告
し
、

取
り
な
さ
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
蝦
夷
の
一
斉
蜂
起
と
い
う
事
態
の
急
速
な
悪
化
に
よ
っ
て
、
今

度
は
自
分
が
事
実
上
の
首
班
と
し
て
矢
面
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
伊
治
城
で
の
凶
行
に
居
合
わ

せ
た
恐
怖
も
あ
り
、
逃
走
に
及
ん
だ
と
見
通
さ
れ
る
。

（
（5
）
例
え
ば
、
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
に
も
陸
奥
国
で
は
大
崎
地
方
を
中
心
に
蝦
夷
の
大
反
乱
が

あ
り
、
按
察
使
の
上
毛
野
広
人
が
殺
さ
れ
て
征
討
軍
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
状
況
が
よ
く
似
て

い
る
が
、
こ
の
時
は
半
年
余
り
で
迅
速
に
乱
を
鎮
圧
し
、
余
塵
は
残
っ
た
も
の
の
、
そ
の
後
に

は
手
順
を
踏
ん
で
陸
奥
国
の
復
興
が
行
わ
れ
た
（
拙
稿
「
多
賀
城
創
建
木
簡
の
再
検
討
」〔『
歴

史
』
第
一
二
六
揖
、二
〇
一
六
年
〕、「
第
Ⅰ
期
多
賀
城
の
特
質
」〔『
日
本
歴
史
』
第
八
三
九
号
、

二
〇
一
八
年
〕）。

（
（6
）
こ
れ
は
大
伴
真
綱
の
鎮
守
副
将
軍
任
用
に
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
本
文
二
五
六
頁
史
料
C

で
は
征
東
使
が
「
整
兵
設
糧
、
将
軍
所
為
。
而
集
兵
之
前
、
不
可
弁
備
、
還
云
、
未
儲
城
中
之

粮
者
。」
と
し
て
光
仁
天
皇
に
責
め
ら
れ
て
い
る
。
天
皇
の
叱
責
に
は
些
か
責
任
転
嫁
の
感
も

あ
る
が
、
征
東
軍
が
多
賀
城
の
備
蓄
を
ア
テ
に
し
て
い
た
の
が
窺
わ
れ
る
。

（
（7
）
本
文
二
五
六
頁
史
料
C
に
「
夏
称
草
茂
、
冬
言
襖
乏
。
縦
横
巧
言
、
遂
成
稽
留
。
…（
中
略
）

…　

然
則
、
何
月
何
日
、
天
誅
賊
復
城
。」
と
あ
り
、
こ
れ
ら
の
城
柵
の
失
陥
は
夏
に
は
判
明

し
て
い
た
。
な
お
、
伊
治
城
跡
や
推
定
新
田
柵
跡
で
は
こ
の
時
の
も
の
と
み
ら
れ
る
火
災
痕
跡

が
確
認
さ
れ
て
い
る
（『
伊
治
城
跡 

︱
平
成
（
年
度
発
掘
調
査
報
告
書
︱
』〔
築
館
町
（
現
栗

原
市
）
文
化
財
調
査
報
告
書
第
6
集
、
一
九
九
二
年
〕。『
新
田
柵
跡
推
定
地
』・『
新
田
柵
跡
推

定
地
（
ほ
か
』〔
田
尻
町
（
現
大
崎
市
）
文
化
財
調
査
報
告
書
第
（
・
5
集
、
一
九
九
八
・

二
〇
〇
一
年
））。

（
（8
）
志
願
兵
を
募
集
し
た
五
月
十
六
日
勅
に
は
「
期
日
会
衆
、
事
須
文
武
尽
謀
、
将
帥
竭
力
、
刈

夷
姧
軌
、
誅
戮
元
凶
。」
と
み
え
る
。
光
仁
天
皇
は
同
八
日
の
奏
上
に
よ
っ
て
真
綱
等
の
逃
走

で
陸
奥
国
の
状
勢
が
不
穏
な
こ
と
は
知
っ
た
が
、
こ
の
勅
の
時
点
で
は
元
凶=

伊
治
公
呰
麻

呂
の
誅
戮
を
主
眼
と
し
て
お
り
、
蝦
夷
の
一
斉
蜂
起
で
多
賀
城
等
の
城
柵
が
失
陥
す
る
事
態
と

は
み
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
（9
）
天
応
元
年
九
月
丁
丑
・
癸
亥
条
。

（
（0
）
栗
原
地
方
で
は
こ
の
後
も
伊
治
村
の
俘
に
よ
る
敵
対
行
動
が
知
ら
れ
（『
類
聚
国
史
』
巻

一
九
〇 

延
暦
十
一
年
正
月
丙
寅
条
）、
楯
座
等
五
道
の
経
略
で
一
時
的
に
は
失
地
が
回
復
さ
れ

た
も
の
の
支
配
の
再
建
は
進
ま
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
神
護
景
雲
元
年
（
七
六
六
）
の
伊
治

城
造
営
以
来
、
支
配
の
実
績
が
十
五
年
弱
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
背
景
に
あ
ろ
う
。

（
（（
）
こ
の
点
は
小
黒
麻
呂
の
功
績
に
「
復
所
亡
諸
塞
」
と
あ
る
点
で
明
確
で
あ
る
（
註
（
（9
）
史

料
）。

（
（（
）
全
成
の
経
歴
に
関
す
る
出
典
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。『
大
日
本
古
文
書
』
四
、
三
三
頁
。

『
寧
楽
遺
文
』
下
巻
六
一
七
・
六
二
四
頁
。『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
三
年
十
月
辛
亥
条
。
宝
亀

三
年
四
月
庚
午
・
五
年
三
月
癸
卯
・
十
年
十
一
月
己
巳
条
。
延
暦
四
年
七
月
己
亥
・
五
年
二
月

丁
丑
条
。

（
（（
）
陸
奥
守
就
任
前
の
全
成
の
地
方
官
は
宝
亀
五
年
に
大
外
記
に
し
て
越
後
介
の
兼
任
が
み
え
る

の
み
だ
が
（
九
月
庚
子
条
）、
多
犬
養
は
近
江
介
、
信
濃
守
、
但
馬
員
外
介
の
経
歴
が
あ
る
（
天

平
神
護
二
年
三
月
辛
巳
・
七
月
乙
亥
条
、
宝
亀
二
年
十
一
月
辛
丑
条
）。
ま
た
、
犬
養
に
は
全
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成
の
よ
う
な
学
識
関
係
や
外
交
に
あ
た
る
官
の
経
歴
は
み
え
ず
、
こ
の
時
の
征
東
副
使
以
外
に

陸
奥
国
と
の
関
連
記
事
も
な
い
。

（
（（
）
早
川
庄
八 

『
日
本
の
歴
史
（　

律
令
国
家
』（
一
九
七
四
年
）。

（
（5
）
北
啓
太 

「
桓
武
天
皇
は
な
ぜ
蝦
夷
に
こ
だ
わ
っ
た
か
」（
吉
村
武
彦
・
吉
岡
真
之
編
『
新
視

点
日
本
の
歴
史
（ 

古
代
Ⅱ
』、
一
九
九
三
年
）。
鈴
木
拓
也
『
戦
争
の
日
本
史
（ 

蝦
夷
と
東
北

戦
争
』（
二
〇
〇
八
年
）

（
（6
）
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
『
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
資
料
集 

多
賀
城
漆
紙
文

書
』
一
九
七
九
年
。
な
お
、
こ
の
資
料
集
で
付
さ
れ
た
号
数
は
文
書
点
数
と
漆
紙
の
個
体
数
が

混
在
し
て
お
り
、
一
個
体
の
漆
紙
の
表
・
裏
に
同
番
号
や
別
番
号
を
付
す
場
合
、
四
種
の
文
書

が
貼
り
継
が
れ
た
一
個
体
の
漆
紙
文
書
に
四
つ
の
番
号
を
付
す
場
合
な
ど
統
一
が
と
れ
て
い
な

い
。
ち
な
み
に
、
平
成
二
六
年
の
県
指
定
に
あ
た
り
筆
者
が
整
理
し
た
際
の
個
体
数
は
九
六
点

で
、
政
庁
跡
出
土
漆
紙
の
個
体
数
は
八
七
点
で
あ
っ
た
。

（
（7
）
平
川
南 

「
漆
紙
文
書
と
遺
跡
・
遺
構 

︱
多
賀
城
漆
紙
文
書
の
場
合
︱
」（『
漆
紙
文
書
の

研
究
』、
一
九
八
九
年
）。『
よ
み
が
え
る
古
代
文
書 

︱
漆
に
封
じ
込
め
ら
れ
た
日
本
社
会
︱
』

（
一
九
九
四
年
）。

（
（8
）
『
政
庁
本
文
編
』
で
は
本
格
的
な
第
Ⅲ
期
の
復
興
を
八
世
紀
末
頃
と
す
る
。

（
（9
）
史
料
的
に
も
前
述
し
た
と
お
り
、
宝
亀
十
一
年
七
月
に
は
九
月
五
日
を
期
限
と
し
た
多
賀
城

へ
の
軍
士
参
集
を
命
じ
て
い
る
。
そ
う
し
た
状
況
下
で
の
焼
失
し
た
政
庁
の
放
置
→
漆
塗
り
作

業
→
政
庁
の
復
興
（
第
（
次
整
地
層
）
と
い
う
経
過
は
考
え
難
い
。
な
お
、
漆
紙
文
書
六
点
が

出
土
し
た
焼
土
層
を
『
政
庁
本
文
編
』
は
第
（
次
整
地
層
か
、
そ
の
上
層
か
ら
掘
り
込
ん
だ
土

壙
の
埋
土
と
す
る
が
、
Ｓ
Ｋ
一
一
〇
四
出
土
文
書
と
の
一
括
性
か
ら
す
れ
ば
後
者
で
あ
り
、
焼

土
は
第
（
次
整
地
層
に
由
来
す
る
含
有
と
み
ら
れ
る
。

（
50
）
註
（
（
）
報
告
書
『
政
庁
本
文
編
』
図
（（5
（
二
六
七
頁
）。

（
5（
）
天
平
九
年
（
七
三
七
）
の
陸
奥
出
羽
直
路
開
削
事
業
（
同
年
四
月
戊
午
条
）
で
動
員
さ
れ
た

兵
士
五
千
人
は
当
時
五
団
の
陸
奥
国
の
軍
団
兵
士
全
員
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
兵
士
は
事

業
期
間
以
外
に
も
上
番
勤
務
は
す
る
こ
と
か
ら
食
料
の
自
弁
は
か
な
り
の
負
担
で
あ
り
、
こ
う

し
た
臨
時
の
動
員
で
は
粮
が
支
給
さ
れ
た
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
こ
の
事
業
が
延
期
さ
れ

た
要
因
に
も
粮
の
輸
送
の
問
題
が
あ
っ
た
。

（
5（
）
例
え
ば
、
公
粮
請
求
文
に
は
田
籍
様
文
書
の
紙
背
を
使
用
し
た
天
応
元
年
五
月
九
日
の
文
書

も
あ
り
（
本
文
二
六
三
史
料
F
：
第
6
号
・
本
文
二
六
四
頁
）、
日
付
か
ら
み
れ
ば
田
籍
様
文

書
は
火
災
前
の
帳
簿
で
あ
る
。
そ
れ
を
保
管
し
て
い
た
施
設
は
焼
失
し
て
い
な
い
。

（
5（
）
註
（
（
）
報
告
書
『
政
庁
本
文
編
』・『
政
庁
補
遺
編
』。
及
び
『
年
報
二
〇
一
二
』（
第
85
次
）。

（
5（
）
註
（
（8
）
拙
稿
。
な
お
、
註
（
（（
）
報
告
書
で
は
城
前
官
衙
中
央
の
Ｓ
Ｂ
二
五
〇
八
に
第
Ⅰ

期
の
可
能
性
を
み
る
が
、
柱
穴
が
炭
と
ブ
ロ
ッ
ク
状
の
地
山
土
を
含
む
土
で
埋
め
戻
さ
れ
て
い

る
。
炭
を
顕
著
に
含
む
点
は
註
（
（9
）
報
告
書
の
写
真
で
も
明
瞭
で
あ
り
、
焼
土
も
み
ら
れ
る

こ
と
か
ら
火
災
後
の
第
Ⅲ
︱
（
期
の
建
物
の
可
能
性
が
高
い
。

（
55
）
註
（
（5
）
拙
稿
「
第
Ⅰ
期
多
賀
城
の
特
質
」。
養
老
四
年
の
反
乱
後
に
創
建
さ
れ
た
多
賀
城

の
外
郭
南
辺
は
一
部
に
築
地
が
あ
る
も
の
の
材
木
塀
の
箇
所
が
多
い
。
一
方
、
東
辺
で
は
南
辺

築
地
を
上
回
る
規
模
の
築
地
を
築
い
て
お
り
、
東
辺
の
軍
事
的
重
要
性
、
防
衛
の
意
識
に
基
づ

く
と
考
え
ら
れ
る
。

（
56
）
な
お
、
東
門
で
は
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
Ｓ
Ｂ
一
七
六
八
棟
門
（
第
Ⅲ
︱
（
期
）
と
Ｓ
Ｂ

三
〇
七
A
八
脚
門
（
第
Ⅲ
︱
（
期
）
と
の
間
に
、
未
確
認
の
本
格
的
に
復
興
さ
れ
た
最
初
の

東
門
（
第
Ⅲ
︱
（
期
）
が
想
定
さ
れ
て
い
る
〔『
年
報
一
九
八
八
』（
第
5（
次
）〕。
詳
細
は
不
明

だ
が
、
存
在
し
た
な
ら
後
続
の
八
脚
門
と
同
程
度
の
構
造
・
規
模
と
み
て
お
き
た
い
。

（
57
）
註
（
（7
）
平
川
論
文
。　

（
58
）
註
（
（6
）
資
料
集
。

（
59
）
史
料
上
で
は
二
年
前
後
で
造
ら
れ
た
桃
生
・
雄
勝
・
胆
沢
・
志
波
城
や
一
ヶ
月
で
造
営
さ
れ

た
伊
治
城
が
み
え
る
が
、
桃
生
・
雄
勝
・
伊
治
城
は
迅
速
な
造
営
を
賞
す
記
事
で
も
あ
る
。
ま

た
、
筆
者
は
以
前
に
多
賀
城
の
創
建
期
間
を
や
や
長
く
考
え
た
こ
と
が
あ
る
が
（
註
（
（5
）
拙

稿
「
多
賀
城
創
建
木
簡
の
再
検
討
」）、
造
営
期
間
の
長
さ
は
安
定
し
た
陸
奥
国
の
支
配
下
で
計

画
・
準
備
さ
れ
た
造
営
か
、
第
Ⅰ
・
Ⅲ
期
多
賀
城
の
よ
う
に
蝦
夷
の
反
乱
で
支
配
体
制
が
崩
れ

る
ほ
ど
の
被
害
を
受
け
た
後
の
造
営
か
、
と
い
っ
た
背
景
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
史
料
上

に
み
え
る
順
調
短
期
な
造
営
を
他
の
城
柵
に
も
一
律
に
充
て
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
。
ほ
か
に

各
城
柵
の
規
模
・
仕
様
等
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
60
）
公
式
令
8（
案
成
条
・
8（
文
案
条
。

（
6（
）
今
泉
隆
雄 

「
文
書
木
簡
は
い
つ
廃
棄
さ
れ
る
か
」（『
木
簡
研
究
』第
十
六
号
、一
九
九
四
年
。）

（
6（
）
註
（
（7
）
平
川
論
文
。

（
6（
）
宝
亀
七
年
五
月
戊
戌
・
同
八
年
十
二
月
辛
卯
・
同
九
年
六
月
庚
子
条
。

（
6（
）
註
（
（5
）
拙
稿
「
第
Ⅰ
期
多
賀
城
の
特
質
」。

（
65
）
な
お
、
本
文
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
の
頃
に
は
陸
奥
国
単
独
で
の
征
討
も
可
能
だ
っ
た
と

思
わ
れ
る
し
、
入
京
し
た
鎮
守
将
軍
大
伴
家
持
を
中
心
に
征
東
使
を
あ
ら
た
め
て
派
遣
す
る
方

策
な
ど
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
者
に
つ
い
て
は
家
持
が
八
月
に
没
し
、
九
月
に
は
藤

原
種
継
暗
殺
の
首
謀
者
と
さ
れ
た
こ
と
で
（
延
暦
四
年
八
月
庚
寅
条
）
可
能
性
は
消
滅
す
る
。

種
継
の
暗
殺
は
長
岡
京
造
営
を
進
め
る
桓
武
新
政
権
に
非
を
突
き
つ
け
る
事
件
で
あ
り
、
首
謀

者
が
進
行
中
の
宮
都
の
造
作
と
並
ぶ
一
大
事
業
と
な
り
え
る
蝦
夷
征
討
の
将
軍
と
な
れ
ば
仕
切

り
直
し
は
必
然
で
あ
ろ
う
。
事
件
の
一
週
間
後
に
は
五
月
に
鎮
守
権
副
将
軍
と
し
た
百
済
王
英

孫
を
出
羽
守
に
任
じ
て
お
り
、
大
規
模
な
征
討
へ
の
動
き
を
一
旦
は
止
め
て
砦
麻
呂
の
乱
以
前

の
体
制
で
様
子
を
み
る
姿
勢
が
窺
わ
れ
る
。
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（
66
）
こ
の
意
味
で
政
庁
跡
漆
紙
文
書
は
多
賀
城
の
復
興
年
代
を
み
る
重
要
資
料
と
位
置
づ
け
ら
れ

る
。
な
お
、
政
庁
跡
漆
紙
文
書
を
は
じ
め
と
す
る
多
賀
城
跡
出
土
漆
紙
文
書
は
、
城
外
南
面
の

山
王
・
市
川
橋
遺
跡
出
土
の
文
書
（
宮
城
県
調
査
分
）
を
含
め
て
、
令
和
四
年
国
の
重
要
文
化

財
に
指
定
さ
れ
る
。漆
紙
文
書
と
し
て
初
め
て
の
重
文
指
定
で
あ
る
。昭
和
四
五
年（
一
九
七
〇
）

の
政
庁
跡
で
の
出
土
以
来
、
謎
の
革
製
品
（
註
（
（6
）
資
料
集
、
註
（
（7
）
平
川
書
籍
）
は
、

五
〇
余
年
を
経
て
重
要
文
化
財
と
な
っ
た
。
重
要
か
つ
貴
重
な
史
料
に
し
て
は
指
定
に
か
か
っ

た
時
間
は
適
切
と
は
い
い
が
た
く
、
そ
の
背
景
に
は
モ
ノ
と
し
て
の
出
土
文
字
史
料
を
取
巻
く

環
境
や
扱
い
の
難
し
さ
な
ど
様
々
な
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
出
土
が
全
国
的
に
珍
し
く

は
な
く
な
っ
た
現
在
、
漆
紙
文
書
が
珍
奇
な
遺
物
な
ど
で
は
な
く
、
重
要
な
文
化
財
と
し
て
認

定
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
大
き
な
一
歩
と
思
わ
れ
る
。
末
筆
な
が
ら
、
出
土
当
時
に
解
明
に

尽
力
さ
れ
た
方
々
、
そ
の
後
も
出
土
す
る
文
書
の
解
読
や
報
告
書
等
の
作
成
に
係
わ
ら
れ
た

方
々
、
展
示
等
に
よ
る
普
及
や
研
究
を
進
め
ら
れ
た
方
々
、
ま
た
必
ず
し
も
出
土
文
字
資
料
の

専
門
で
は
な
い
立
場
な
が
ら
文
化
財
と
し
て
県
・
国
に
お
け
る
指
定
に
携
わ
ら
れ
た
方
々
に
、

敬
意
を
表
し
た
い
。

（
宮
城
県
教
育
庁
文
化
財
課
・
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
二
一
年
三
月
一
六
日
受
付
、
二
〇
二
一
年
七
月
二
七
日
審
査
終
了
）
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buildings, and the main facilities of the entire castle were rebuilt.　

Key words: Tagajyo, Fire, Suppression Army, rebuilt, paper documents which had  used for container 

lid with lacquer                                          
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YOSHINO Takeshi

Fire and Reconstruction of Tagajo, And the Suppression Army

The purpose of this paper is to elucidate the actual situation of the fire at Tagajo due to the 

rebellion of Emishi in the year Houki11(780), the process of suppressing the rebellion, and the 

process of rebuilding Tagajo. Tagajo, surrounded by castle walls, was the political and military base 

of the ancient Mutsu Country. Consideration of the excavation historical materials revealed that the 

fire of Tagajo was centered on major facilities, such as central government offices and castle gates, 

that symbolize the dignity of the nation. I think that the situation was the result of the Emishi fighting 

group originally composing of small units, attacking Tagajo with all at once. Also Tagajo at that time 

was an uninhabited castle because the leaders and people who defended the castle fled after hearing 

the mass uprising of Emishi. Emishi rushed to a high-grade facility in the castle like a mob and 

repeatedly looted. And finally an arson was performed.     

Next, I presented a new historical interpretation of the process of suppressing this rebellion. After 

hearing the report of the rebellion, the Emperor immediately dispatched a force of suppression army 

from the capital. However, the suppression did not proceed as expected by the Emperor. The reason 

is that the scale and damage of the revolt were larger than expected, such as the fall of Tagajo. Lack of 

damage information and lack of preparedness for the suppression army were also added. As a result, 

the suppression army arriving in the Mutsu Country were in a severe situation. Military action was 

carried out by a strong order of the Emperor, but the outcome of the war was limited to the recovery 

of castles and areas lost in the rebellion. In light of this result, I pointed out that there was a large 

difference between the suppression army and the Emperor at perceptions of the situation in areas 

devastated by the rebellion. 

On the other hand, the reconstruction of Tagajo was first started by the suppression army. Next, 

I think that Yakamochi Otomo and Matanari Kura, who have been newly appointed as leaders of 

Mutsu Country, had advanced a full-scale reconstruction. In addition, I examined the process of 

reconstruction based on paper documents, which had  used for container lid with lacquer, excavated 

at the central government office of the Tagajo ruins. As a result, I think that a temporary central 

government office was completed after the first year of Tenou(781). Next, in the first half of the 

year Enryaku4(783), I concluded that the central government office, which consisting of full-scale 




